
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保育施設運営費関連業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・隻註》その他口
ロロ

内部事務の効率化を図り、迅速で正確な事務手続を提供し、もって保

育サービスの向上を図るため、保育施設運営費関連業務を委託する。

1.プロポーザノレ年度令和4年度

(令和4年9月5日付4千子子支発0652号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3.継続年数 3年度

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を契

約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

39 /

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和

TOPP鯲株式会社晴覆0Ξ,ガ・ラ身,事チ都ソーうルf""ーン

東京都文京区水道1-3-3

根拠規程

6年4月

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども支援課

千6,297,75'0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

放置自転車管理システムの保守管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

選定理由

当区が構築した、放置自転車等管理システムが適切に稼働させるこ

とにより、放置自転車の撤去作業や撤去した車両の管理を効率的に行

うことを目的とする。

下記業者は、令和3年度契約案件(契約番号794号)として見積競争

によりシステム構築業者として選定された事業者である。同システムの

保守は、構築事業者以外に適切に行うことができないため、契約の相手

方に指定する。

契約の相手方

3》フ

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社ヒューマン・インダストリアノレ・デザイン

大分県臼杵市大字臼杵706番jセ

担当課

6年イ月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

環境まちづくり総務課

3028,740

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

有料ごみ処理券(有料シーノレ)の印刷

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

事業者や区民が事業系ごみ及び粗大ごみを排出する場合、各区の条

例で、ごみ袋や粗大ごみ等に各区有料シールを貼付する事が定められ

ている。こうしたごみを排出する際、添付する有料シールを作成する。

有料シール作成にあたっては、印刷経費の低減を図るために23区

がそのスケールメリットを生かし、契約相手方を1社とする手法が有

効として従前から導入している。

このため、23区の清掃事業移管準備担当課で組織していた清掃部

会において業者の選定を行い、その上部組織として、清掃事業移管準

備担当部長を構成員とする清掃移管実施委員会(以下「委員会」とい

う。)において了承され、業者選定を行ったものである。

下記事業者はとの委員会で選定されたものであるため契約の相手方

として指定する。

60?

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

TOPPAN株式会社情報コミュニケーション事業本部

東京都文京区水道1-3-3

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年ヰ月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

環境まちづくリ部千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/

/0,?96,フ?タ

日

、

円(消費税を含む)

物品 也イそ
二
一
口委物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

幼稚園・保育園・こども園給食用パンの購入

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:画^・委託、その他

要

選定理由

幼稚園・保育園・こども園の給食用にパンを購入する。

幼稚園・保育園・とども園の給食は、乳幼児の食事を提供するもの

で、安全の確保が強く求められている。

学校給食用のパンは、(公益財団法人)東京都学校給食会より給食パ

ン加工委託工場の指定がある加工委託工場から納品を受ける必要が

ある。

下記業者は、(公財)東京都学校給食会の加工委託工場であり、区内

学校と同様に、下記業者を契約の相手方に指定する。

6W

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

称

契約期間

所

担当課

6年件月1令和

株式会社大森製パン

東京都江東区千田13-10

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽

令和6年4月1日から令和7年3月31日

イ西契の

子ども部学務課

ワ,742,フ/ 5'

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

いきいきプラザー番町地下1階・1階・2階空調設備改修他設計業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備《匝司)測量、地質調査・その他工事
物

選定理由

要

口
ロロ

千代田区指定個所

物品・委託、その他

いきいきプラザー番町施設改修基本計画に基づき、地下1階~2階のフ

アンコイルユニッ兄剣修他の実施設計を行う。

本業務は、令和5年度に委託したいきいきプラザー番町現況調査及

び施設改修基本計画策定業務(令和5年5月~令和6年3月)に引き

続き、実施設計業務を委託するものである。

下記業者は、現況調査及び施設改修基本計画策定業務を入札により

受託した者であるため、現場状況や計画内容を十分把握しており、迅

速かつ確実に実施設計業務を遂行することが可能であるため、下記業

者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

6ヌヌ

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社浦野設計東京本社

東京都千代田区神田駿河台二丁目1番地20号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年チヨ川口

契約締結日の翌日から令和6年6月28日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

弍 80r, odo 円(消費税を含む)

6 号

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保育園・こども園寝具等のクリーニング業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委ヨ その他

選定理由

要 保育園・こども園で使用している寝具等についてクリーニングを実

施し、寝具等の衛生管理を行う。

本業務は、保育園・こども園で使用している寝具等についてクリー

ニングを実施し、寝具等の衛生管理を行うものである。

令和6年度の業務について、入札1回目では参加した事業者がおら

ず、入札2回目では不調になったため本業務を行う事業者が決定しな

かった。本業務は4月からの履行が必要であったため、取り急ぎ4月

分についてのみ、その時点で履行できる事業者と特命随意契約を結ん

だ。 5月以降の契約については、価格・条件を変更せずに本案件を請

け負えるものが特定されるため、 5月から履行でき、価格面で最も有

利な下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

62ヲ・'

※契約年月日

※契約金額

称

契約期間

株式会社大丸

東京都足立区鹿浜5-2-5

担当課

所

4年4月/7 B令禾口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

豪

4,734,'OP
1而契約のため、契約金額は支出限度額

令和6年5月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

人材情報システムにおける会計年度任用職員対応業務

概

委託

要

選定理由

会計年度任用職員の定期評価及び条件付採用期間評定機能を追

加するため、人材情報システムを改修する。

本件は、当該システムの特許権、著作権及びその他排他的権利を

有するシステム開発者のみが行うととのできる改造であり、同一の

開発者以外の者にプログラム改修等を履行させた場合、既存の電算

システムの運用に著しく支障が生じる恐れがある。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

ヰ05

2 号

契約期間

担当課

1

6年4月令和

コムコ株式会社ソ,ルーう,ン信堂部
文京区湯島 3-24-Ⅱ湯島北東ビル

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年2月28日まで

政策経営部人事課

ワ,095;000

地方自治法施行令第167条の2第1項第

1日

円(消費税を含む)

法
所

人
在

名
地



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

N・OCRサービス利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

帳票を庁内複合機で読み取り、文字認識精度を飛躍的に高めるため

A1を活用し、テキストデータ化する。

セキュリティを高めるためにインターネット回線を使用せず、

LGWANに接続する。

AI、OCR の要である A1エンジンについて、本区のセキュリティポ

リシーに則った LGWAN環境でサービスを提供できる事業者は複数

存在する。

しかしながら、当該サービスについては、利用部署がそれぞれ読取

帳票の定義・登録を詳細に行う必要があり、サービス提供元が変わっ

た場合、利用部署は各種帳票の定義・登録を再度行う必要がある。ま

た、ユーザーインターフェースが変わるため操作についても再度習得

しなければならない。

加えて、現在はAI・OCRにより出力されたデータを用いてRPAに

よる支払処理の自動化を実施している。サービス提供元を変更する

と、利用部署における操作方法の習得及び読取項目・データ出力等の

再定義が完了するまではRPAを稼働できないため、契約締結後のー

定期間、 RPAによる支払処理が停止状態になることが想定される。

以上の理由から、現行サービスを変更した場合、事業の継続性及び

コストの観点から非効率・不経済である。

下記事業者は令和元年度に入札した AI・OCR 試行導入支援業務の

受託者となり、現在まで引き続き本区に当該サービスを提供してい

る。 AI・OCR利用部署においては現行サービスにより安定的に事務の

効率化を実現していることから、下記事業者を契約の相手方に指定す

る。

イ岬

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

材、

所

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区港南一丁目9番1号

令和 6年q月/

1了20PO0

日

円(消費税を含む)

名
住



契約期間

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

ノ
/
/



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

こころの健康サポート事業

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品 その他

選定理由

要 職員のメンタノレヘノレス対策としてカウンセリング、ストレスチェッ

ク等を実施する。

契約の相手方

1 プロポーザル年度令和5年度(令和6年度開始)

(令和6年1月23日付5千政人事発 1817号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第.8条6号

※契約年月日

2

※契約金額

名称

契約期間

住所

郭)

株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ

新宿区高田馬場2-16 -11 高田馬場216 ビノレ

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します

6年 q月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

9, g3? oao

日

円(消費税を含む)

@



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

デジタル複合機・プリンタの複写等サービス業務

特命随意契約理由書

工

概

事

物

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託、その他

要

千代田区では、現行のデジタル複合機・プリンタの機器の既存の全

体最適化を目指し更改を行った。それに係る保守含む複写等サービス

業務の契約を締結する。

選定理由

1 プロポーザノレ年度令和4年度

(令和4年11月8日付 4千政 I T発第 171号)

継続年数 3年

評価良好な業務成績のため

評価は良好なため、令和6年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

"フ

※契約年月日

※契約金額

富士フィルムビジネスィノベーションジャパン1朱式会ネ広

東京都江東区豊洲12-2-1

契約期間

担当課

令和ι年午月10

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

タ 9, q・・ P ユ,,100
、

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

、

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

公ヂ、支1工

1

ロ
ロ

2
 
3



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

介護保険サポーター・ポイント制度運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木

要

選定理由

建設■剣肩・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

介護保険サポーター・ポイント制度は、ボランティア活動の一形態

であり、介護保険施設等でサポート業務に従事した高齢者に対して、

ポイントを付与、換金し、転換交付金の交付を行う業務である。

下記事業者は、地域福祉の向上・推進を図るため、「ちょだボラン

ティアセンター」を運営している。その内容には、各施設・団体への

積極的な活動支援、高齢者とボランティア受け入れ先とを繋ぐ役割、

事業の円滑な運営のための区内介護保険施設との連絡・連携体制の構

築が含まれる。

ボランティア団体や個人が介護保険施設や高齢者個人に対してボ

ランティア活動を円滑に行うためには、ちょだボランティアセンター

との一体的な支援が必要不可欠である。それらの情報・知識・ノウハ

ウなしには業務が履行できない。契約の目的を達成するためには、能

力その他の複数の条件を満たすことが必要であり、ーつーつの条件に

ついては、それを満たすものが複数存在するが、全ての条件を満たす

ものが一者に特定される。以上の理由により、下記事業者を契約の相

手方に指定する。

Iq〒・

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

゛

保健福祉部在宅支援課

ノー'

令和6年4月1日~令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

ヲ,ωq,ξる6
、

円(消費税を含む)

物品:物品 @

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

介護保険制度改正(第9期事業計画)等に伴うシステム改修業務

特命随意契約理由書

概

工事

選定理由

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他^ロ

介護保険制度改正等に伴い、システムの改修を行う。

介護保険システムは、総合住民ザービスシステム内のサブシステム

として稼働しているものである。

本件は、介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修を行うもの

であり、既存の電算システムと密接不可分の関係にあり、同ーシステ

ム開発者以外の者にプログラムの増設・追加等を履行させると、既存

の電算システムの運用に著しく支障が生じるおそれがある。

以上の理由により、当該システムの構築・稼動業者である下記業者

を契約の相手方とする。

q9 /

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和

株式会社電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年チ月}ヨ

契約締結日の翌日から令和6年Ⅱ月30日

保健福祉部高齢介護課

6004, qヲユノ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

1



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

旧千代田区公会堂巡回警備業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物品、物品・(舌西、その他

要
火災等施設の異常及び不審者の侵入の予防、警戒、排除、抑制を行う

ための巡回警備業務

旧千代田区公会堂は、(株)千代田会館ビルディング(以下「会館」と

いう。)との共同建築ビルであり、その全般的な管理は建物管理規約に

基づき、会館が統合して行っている。

また、建物全体に係る監視機器装置や総合防災センター及び宿直警備

に従事する警備員控室等は会館内に設置されているため、警備業務にっ

いては会館と一体的に実施する体制となっている。

本件業務は、会館内における区専用部分の警備業務を委託するもので

あるが、上述のとおり会館全体の警備業務と密接不可分である。以上の

理由から、会館警備業務を請け負っている下記業者を契約の相手方に指

定する。

選定理由

5四

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

共栄セキュリティーサービス株式会社

千代田区九段南一丁目6番17号千代田会館内

担当課

6年4月10令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定め、る公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

/0/ 6,400 円(消費税を含む)

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

区立学校施設等の機械警備業務(旧永田町小学校他Ⅱ施設)

概

特命随意契約理由書

円(消費税を含む)

事

要

品

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕西、その他

旧永田町小学校、神田さくら館、旧九段中学校、麹町二丁目公共施設、

昌平童夢館、旧今川中学校、麹町中学校、神田一橋中学校、神田保育

園、麹町保育園、四番町保育園・四番町児童館仮施設および九段小学

校・九段幼稚園における火災・盗難その他の事件事故を防止すると共

に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利用者・地域住民その他

の安全に寄与するため、有線通報設備による警報ができる機械式警備

機器を設置し監視を行う。

選定理由 各施設は、旧永田町小学校が平成6年度、神田さくら館が平成22

年、お茶の水小学校・幼稚園仮校舎が平成14年、麹町二丁目公共施

設が平成15年、昌平童夢館が平成27年、旧今川中学校が平成22年、

麹町中学校が平成24年、神田一橋中学校が平成24年、神田保育園施

設が平成25年、麹町保育園が平成28年度、四番町保育園・四番町児

童館仮施設が平成29年度、および九段小学校・九段幼稚園が28年度

から、下記業者製の現行の警備用機器類を設置し警備を行っている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和4年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

322

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

令和

株式会社セノン東京ラスデ血乏ネエ
東京都千代田区神田須田町2-3-1

NBF神田,須田町ビル8階

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年 q 月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども施設課

号899ρ76

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

称
所

名
住

工
物



件 名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

区立学校施設等の機械警備業務(番町小学校・幼稚園他1施設)

工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・医劃、その他

要

選定理由

番町小学校・幼稚園、一番町児童館における火災・盗難その他の事

件事故を防止すると共に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利

用者・地域住民その他の安全に寄与するため、有線通報設備による警

報ができる機械式警備機器を設置し監視を行う。

各施設は、番町小学校・幼稚園が平成19年、一番町児童館が平成

Ⅱ年から、下記業者製の現行の警備用機器類を設置し警備を行って

いる。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

6gζ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

セコム株式会社

渋谷区神宮前1-5-1

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を・示した項目については、契約担当課で記入します。

年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

1,1 9 q', 6 クク

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

1 0

種

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

九段中等教育学校機械警備業務

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕劃、その他品

九段中等教育学校における火災・盗難その他の事件事故を防止する

と共に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利用者・居住者・地

域住民その他の安全に寄与するため、有線通報設備による警報ができ

る機械式警備機器を設置し監視を行う。

選定理由 九段中等教育学校は、富士見校舎が平成17年度から、九段校舎が

平成23年度から、下記業者製の警備用機器類を設置し警備を行って

いる。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

6S、S

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

セコム株式会社

渋谷区神宮前1-5-1

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年千月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

2四9S^60ひ

九段中等教育学校経営企画室

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

Ia

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ふれあい会館機械警備業務

特命随意契約理由書

概

工 事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品(蚕璽)その他

要

選定理由

ふれあい会館の警報機器等による防犯防災警備業務

ふれあい会館では、平成10年4月の機械警備導入時に警報機器等

の設置をしている。この機械警備機器の運用は、下記業者に限られ令

和5年度の業務成績は良好である。履行の安全性と機械警備による施

設内の保安性を確保し、引き続き、円滑な警備業務を継続する必要が

あるため、令和6年度も契約の相手方に指定する。

6 S'ξ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

チ月10

地域振興部和泉橋出張所

1,// q、 3 6P

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

花小金井運動施設機械警備業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託その他

選定理由

花小金井運動施設における火災・盗難その他の事件事故を防止する

と共に、堅急時における迅速な対応を可能にし、利用者・居住者・地

域住民その他の安全に寄与するため、有線通報設備による警報ができ

る機械式警備機器を設置し監視を行う。

花小金井運動施設は、平成14年度から下記業者製の警備用機器類

を設置し警備を行っている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務成

績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

6gタ

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前1-5-1

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ζ年チ月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

生涯学習・スポーツ課

3 30, p d D

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

伊

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

旧万世橋出張所・区民会館機械警備業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭西、その他品

選定理由

施設内における火災・盗難その他の事件事故を防止すると共に、緊

急時における迅速な対応を可能にし、利用者、地域住民その他の安全

に寄与するため、有線通報設備による警報ができる機械式警備機器を

設置し、監視を行う。

契約の相手方

施設に設置している機器は下記業者が設置したものであり、施設管

理上、引き続き同一業者に委託する必要がある。

また、履行状況も良好であるため、下記事業者を契約の相手方に指

定する。

※契約年月日

6 タ、'タ

※契約金額

名称

契約期間

住所

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

担当課

令和

根'拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

＼項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい
ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

C年4月1

円(消費税を含む)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

乙b又',タ、'ク

地域振興部安全生活課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

「神保町ひまわり館」施設機械警備業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他品

「神保町ひまわり館」における火災・盗難その他の事件事故を防止

すると共に、緊急時における迅速な対応を可能にし、利用者・居住者・

地域住民その他の安全に寄与するため、有線通報設備による警報がで

きる機械式警備機器を設置し監視を行う。

選定理由 「神保町ひまわり館」は、平成9年度から、下記業者製の警備用機

器類を設置し警備を行っている。

この機械警備用機器の運用は下記業者に限られ、令和5年度の業務

成績は良好である。履行の安全と機械警備の機密性・保安性を確保し、

引き続き円滑な警備業務を継続するため、下記業者を契約の相手方に

指定する。

ι S、g

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

号

契約期間

称 セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年午月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

地域振興部神保町出張所

1,3 q・フ,クユ、 D

地方自治法施行令第167条の2第1項第

1 0

円(消費税を含む)

6

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

区立中学校の学力達成度調査業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品くぎ璽)その他

要

選定理由

区立中学校(麹町中、神田一中)全学年を対象に、国語・社会・数

学・理科・英語の区外の学校と比較した学力調査及び生活実態調査を

実施する。

本件業務を実施するためには、下記の条件を満たす必要がある。

(1)高校受験対策なども念頭に置いた、区外の学校との学力達成度

比較調査ができること。

(2)学力達成度調査結果と学校生活アンケート(hypet-QU)」結果

とのデータリンクによる、生徒の学校生活における満足度等と学

力との関係が見られるこ.と。

下記業者は、学校生活アンケート(hyP紅一QU)の都内唯一の出版

社であり、調査結果のコンピュータ診断を実施している業者である。

契約の目的を達成するためには、複数の条件を満たすことが必要で

あって、ーつーつの条件についてはそれを満たすものが複数存在する

が、全てを満たすものが1者に限られる。

以上の理由から、本契約については下記の事業者を契約の相手方に

指定する。

ζチ2

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

'

所在地

契約期間

株式会社図書文化社

東京都文京区大塚1-4-15

担当課

6年チ月令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

※

令和6年4月1日~令和7年3月31日

、,ず'

田

子ども部指導課

ノ,フ?q,9S、'D
契約のため、契約金額は支

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

公園・児童遊園等整備方針改定支援業務(第708号)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物 物品・委託 その他

要 公園・児童遊園等整備方針改定に向,け、令和4年度に千代田区が管

理する公園・児童遊園・広場における利用実態調査を行い、区民を中

心とした利用者等における最新の二ーズを把握した。さらに令和5年

度には公園・児童遊園等整備方針検討会を設置し有識者等と公園等の

機能・役割、課題等について議論を重ねるとともに、公園を利用しな

い人に向けた意識調査を実施した。

本業務は、過年度の検討業務をもとに公園等における現状と課題を

整理し、時代にあった公園等の機能・役割、施設の配置やその維持管

理についてユニバーサノレデザインの観点も踏まえ、目標・基準作りを

再構築するとともに、その具体的な方策を検討することで、公園等の

あるべき姿を追求し千代田区の特色を打ち出した公園・児童遊園等整

備方針へと改定するものである。

仁r7

選定理由

その他工事

本件は、令和 5年度公園・児童遊園等整備方針素案作成業務(第

715号)と密接不可分の関係にあり、受託者以外の場合、一体的な方

針改定ができなくなるなど円滑な業務遂行に著しい支障があるもの

である。さらに、下記業者は令和4年度に契約した「公園・児童遊園

等調査業務(第717号)」の受託者であり、公園の利用状況や施設配

置など現場状況等に熟知・精通しており、履行期間の短縮・業務品質

や経費面で有利である。

したがって、入札に付すことが不利と認められるため、下記業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 国際航業株式会社東京支店

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

担当課

所

ζ年千お 1令和

契約締結日の翌日から令和7年3月29日

ンユ,

環境まちづくり部道路公園課

Σoq,/ pb

日

品

名
住



根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

公害総合システム保守管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他品

選定理由

公害指導事務の台帳、各届出受付及び苦情処理のデータ入力、保存、

情報出力までを一元化し、作業の標準化を行う公害総合システムの保

守管理業務を行う。

1.開発導入令和4年度

2.運用開始令和5年2月

システムの保守業務については、既設の機器、設備、情報処理シス

テムと密接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確に

なり、また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になる

など業務履行が達成できない。

以上の理由により下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

兜9

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

材、 富士通Japan株式会社

東京都港区東新橋1-5-2所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年9月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部環境政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/ロ

3,0器, X'勿

＼
イ

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

広報千代田編集・制作等業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿臣1、その他

1 広報千代田の御Ⅱ乍にかかる編集業務(りライト、デザイン、レ

イアウト作成、文章補作、カット・イラスト作成、トレースな

ど)、印刷、'梱包、納品を行う。

編集会議(特集面を含む内校発注のための会議)、入稿を経て、

内校出し及び戻し、 4回の校正(初校・ 2校・ 3校・念校)に

対応できる年間スケジュールを作成する。

保存用製本業務

選定理由

2

タノg

3

契約の相手方

1 プロポーザル年度令和5年度

※令和6年3月5日付5千政広報発第140号

2

※契約年月日

※契約金額

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

継続年数初年度※令和6年度開始3

名称

契約期間

住所

日本印刷株式会社

東京都千代田区神田須田町一丁目5番地

担当課

ι年チ" 10令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

..

令和6年4月1日から令和7年3月 3 1日

政策経営部広報広聴課

ι0,83 乞チ00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

は 限度額
円(消費税を含む)

当該



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者救急通報システム業務(民間方式Ⅲ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託・

病弱なひとり暮らし高齢者等が、緊急時の対応支援、安全確保を図

るために、千代田区高齢者救急通報システム実施要綱(昭和62年7

月10日62千福高発第478号)第6条の民間事業者が設置した緊急

通報機器等を通じて、高齢者からの必要な緊急通報対応を24時間体

制で実施する。

選定理由

の他

ゞづ之

1.本業務は、区の登録業者の中から、利用希望者が業者を指定して事

業を開始するものであり、利用料金についても区が定めている。

2.本業務では、複数の条件を満たすことが必要であって、ーつーつの

条件については、それを満たすものが数者存在するが、利用申込

み事に全ての条件を満たすものが特定されるものである。

以上の理由により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

称

契約期間

セコム株式会社

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

担当課

所

令和

根拠規程

6年 A月

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

保健福祉部在宅支援課

.

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

6,872、,80d

日

、

円(消費税を含む)

,

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

子どもの学習・生活支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

生活困窮世帯等に対し、子どもの学習支援及び生活支援、親への養

育支援等を行うことにより、困難を抱えた世帯の子どもを取り巻く課

題に対し総合的に対応し、子どもの社会的自立を図り、貧困の連鎖を

防止することを目的とする。

1 プロポーザル年度令和5年度(令和6年度開始)

(令和6年3月19日付5千保生支発第911号)

対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約相手方に指

定する。

2

タ2ι

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

号

称株式会社トライグループ東京支店

契約期間

所千代田区飯田橋一丁目10番3号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

/イ,父 39,6,ι
※fξf'●馴喫約のため、契約金額は支

ι年チ月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

1 ヨ

円(消費税を含む)

物品:物品 也イそ@

2
 
3
 
4

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

昌平童夢館総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

C

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他

昌平童夢館の清掃・設備・環境衛生・保安警備・プール監視・植栽

管理業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改定)に基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務成

績評定は良好なため、引き続き同条件で令和6年度に限り契約の相手

方に選定する。

契約の相手方

※契約年月日

31ク3

※契約金額

2 万'

契約期間

称 オーディーエー株式会社千代田支店

東京都千代田区神田須田町一丁目18番所

担当課

'年弓月/ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

96β9g,6 チク

子ども部子ども施設課

/

地方自治法施行令第167条の2第1項第

聡K1くA須田町801

円(消費税を含む)

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

障害者よろず相談業務

概

工事

物

要

士木・建設

物品・医珍品

選定理由

本事業は、障害等のある方並びにその家族及び関係者の日常生活に

係る様々な不安や悩みに関する相談に応じ、サービス利用に関して適

切な情報提供や調整等、専門的な見地から総合的に支援を行うもので

ある。

設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

1.プロポーザノレ年度令和5年度

令和5年11月14日付5千保障福発第316号にて、下記事業

者を令和6年度からの受託事業者に選定

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

継続年数初年度(令和6年度より受託)

契約の相手方

61j

※契約年月日

＼

、
ノ

※契約金額

称

契約期間

所

社会福祉法人ひらいルミナル

東京都江戸川区船堀1-4-10

第二乙女屋マンションフ02

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0'※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年牛お 10

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ゞグ P'フ,'0 ?,

保健福祉部障害者福祉課総合相談担当

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

障害者福祉タクシー券支給事業管理運営業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

特命随意契約理由書

物品、物品(1蚕匠^の他

要 障害者等の積極的な社会参加や生活圏の拡大のため、障害者福祉タ

クシー券を支給する。

具体的には、全国展開するタクシーチケット利用により、障害者の

行動範囲を広げ、日常生活の利便性を向上を図るとともに、タクシー

事業者への支払先が一本化でき効率的な事業運営が可能となるため、

タクシーチケット事業者に委託するものである。

選定理由

契約の相手方

当案件について、令和6年3月15日に公募制指名競争入札(見積

競争)を行っ.たが、不調返戻された。そこで、下記業者と交渉したと

ころ、価格、条件を変更せず本案件を請け負えるとととなったため、

契約の相手方に指定する。

ξ93

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

愛のタクシーチケット株式会社

京都市下京区高辻通室町西入繁昌町310番地

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

3千,.2,フ,ιPク
※総伊伊契約のため戻約金額は支出限度額

ι年今月1

令和6年4月1日~令和7年3月31日

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

食品総合システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物・品

選定理由

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

食品総合システムが正常に利用できるように運用保守業務を行う。

1.プロポーザル年度平成28年度(平成29年度開始)

(平成28年7月22日付28 千保生衛発第 173号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

号

3.継続年数 8年

4.評価良好な業務成績のため

5.契約延長令和3年6月18日付3千指業委第3号「指名業者選

定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者

を契約の相手方に指定する。

290

契約の相手方

※契約年月日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

株式会社Workvision

東京都品川区東品川2-2-4

天王洲ファーストタワー

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年千月10

令和6年4月1日から令和7年3月31日

1,12g,3 00

保健福祉部生活衛生課

/
J

名
住

称
所



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

類

神保町エリアの街並み再生に向けた方策検討支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品くぎ邑)その他

要 神田神保町地域(以下、「当地域」という。)は世界でも有数の規模を持つ

古書店街として知られ、千代田区都市計画マスタープランにおいては、まち

の将来像を「成熟された界隈の文化にひかれた多くの人が創造的活動を広げ

るまち」と位置付けられている。一方で、老朽化建物が多いなか、複雑で狭

小な數地が多い等の理由から、建物の更新が困難な状況下にあるという課題

を有している。

本業務は、当地域において、まちづくり上の課題及び特性を整理したうえ

で、これまで当地域で育まれてきた文化を継承し、街の魅力を存続しながら、

まちを更新していくための具体的な方策について検討するための支援を行

つ。

選定理由

子73

r

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年9月28日付 5千環地ま発 109号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号

3 継続年数 2年目

4 評価良好な業務成績のため、引き続き令和6年度においても下記業者

を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

株式会社日建設計

千代田区飯田橋二丁目18番3号

契約期間

令和 6年千 月1

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

/ q q 76,000

日

環境まちづくり部地域まちづくり課

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

千代田区コミュニティソーシャルワーク事業実施業務

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・・その他工事

物品・1蚕i回、その他

高齢者、障害者、ひとり親家庭を含む子育て世代、ひきこもり等の

孤立、生活困窮者等さまざまな問題を抱える区民を包括的に支援する

仕組み、基盤づくりを通じて地域コミュニティを育成し、「地域共生

社会」を実現するため、コミュニティソーシャルワーク事業を実施す

る。

選定理由 本事業の実施において、複合的な課題を抱える住民等からの相談を

適切に受けとめて対応するためには、介護や障害、子育て、生活困窮

など区の関係機関のほか、社会福祉法人、医療機関、民生・児童委員

や町会などとの連絡調整が必要不可欠である。

下記事業者は、町会福祉部やサロン活動、ボランティアに対する支

援のほか、区内福祉専門職への研修等を通じて地域福祉の推進に取り

組むことで、区内の関係機関や地域住民との関係を長年にわたり構築

している。また、万世橋出張所内に「アキバ分室」を開設し、神田地

域の身近な相談・活動拠点となっている。

令和6年度から社会福祉士等の専門職をコミュニティソーシャル

ワーカーとして神田地域に配置の上、実施する本事業は、すでに下記

事業者が実施している事業と関連して行うものであり、総合的に本事

業を行えるのは、下記事業者に限られる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

11ξ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南一丁目6番10号

担当課

令和

根拠規程

6年牛月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

グP Oル,9・'フク,

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

_゛ノ

/

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

千代田区まちづくりプラットフォームの組織づくり及びまちづく

りに関する情報発信サイトの構築に向けた検討支援業務

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品(玉璽)その他

要 千代田区は、令和3年5月に改定した「千代田区都市計画マスタープラン」

を基に、令和4年6月に「千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン」を策

定する等、「つながる都心」の実現に向け、様々な事業を展開している。

本業務は、「千代田区まちづくりプラットフォームのあり方(素案)」に基

づき、公・民・学連携による「千代田区まちづくりプラットフォーム」の組

織づくりに向けた組織体制等に関して最新の動向や区の現状・課題を把握

し、必要なデータの収集・分析や助言・資料作成等を行うとともに、 3D 都

市モデルの建物データなど地域の関係者間におけるまちづくりの合意形成

の基礎となるまちづくりの情報や千代田区におけるまちづくり及び人の活

動に関する情報を発信するサイトの構築に向けて検討することを目的とす

る。

選定理由

2ぢ8

1 プロポーザル年度令和4年度

(令和5年4月3日付5千環景都発2号令和5年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号
3 継続年数 2年

4 評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を
契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

/

契約期間

円(消費税を含む)

一般財団法人計量計画研究所

新宿区市谷本村町2-9

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年1月

契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部景観・都市計画課

/q0ヲ・司000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

日

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区橋梁のライトアップに向けた調査検討業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・倭五)、その他

選定理由

「千代田区川沿いのまちづくりガイドライン」に基づき、地域資源

である水辺を誰もが快適に楽しめるにぎわいのある空間にするため

に、千代田区が管理する橋梁を軸としたライトアップに向けた調査検

討を目的とする。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年3月29日付5千環都計発第201号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

406

※契約年月日

その他工事

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 株式会社プランニングネットワーク

東京都北区田端新町三丁目14番6号

担当課

所

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表
/

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

b年千月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部景観・都市計画課

/5/.6 1,979

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住



件 名

種

千代田区立高齢者総合サポートセンター諸室管理・案内システムの保

守業務

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

本業務は、27千保在支発第241号で導入が決定した「千代田区立高

齢者総合サポートセンター諸室管理・案内システム」について、その

システムが適切に稼動することを目的として、保守に係る業務を委託

する。

1 既諸室管理・案内システム機器は、平成27年度に下記事業者によ

り導入したものである。

2 本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と密

接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になり、

また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど

業務履行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

249

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

株式会社ナカヨ東京本社

東京都港区港南一丁目7番18号

A-PLACE品川東7階

担当課

令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。.

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年q月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

保健福祉部在宅支援課

1120,020

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

物品:物 也イそ@ロ
ロ

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区立軽井沢少年自然の家総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委i司、その他

千代田区立軽井沢少年自然の家の総合管理業務として、予約・運

営・地域協力業務及び施設維持管理業務を委託する。

本業務は公募型プロポーザルにより選定された下記業者により平

成25年度から平成27年度まで継続して業務委託し、平成28年の業

者選定委員会にて下記業者の随意契約が承認され、毎年度継続協議を

諮ってきた。

しかし本施設は老築化や利用状況等から、今後の在り方について検討

中であり、また施設所在地で本業務を行えるのは下記業者のみであ

る。また下記業者は迅速な対応で業務成績評価も良好であり、利用者

からも高評価を得ているため下記業者との特命随意契約期間の延長

により契約を行うことが妥当である。したがって、下記事業者を契約

の相手方に指定する。

了号6

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称軽井沢フード株式会社

契約期間

住所長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢10-8

担当課

6年イ月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

円(消費税を含む)

子ども部子ども施設課

号?,2q2000

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区立子ども発達センター業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・1委i回、その他

要
障害や発達に課題があり支援が必要な就学前の乳幼児及び小学1

年生の児童とその保護者を対象とし、発達障害児や知的障害児、肢体

不自由児等の早期支援として専門的な療育指導を行い、児童の能力を

最大限に伸ばすとともに保護者への子育て支援をする。

選定理由 1 プロポーザル年度令和3年度

(令和3年11月22日付千子児家発579号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3.継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

60占

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称特定非営利活動法人とどもの発達療育研究所

契約期間

住所東京都文京区白山2-26-16-601

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年〒月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部児童・家庭支援センター

/07,93q,6R之

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ B

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

障害児支援事業業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他

特別支援学校等に通う障害児(小学生から高校生)を対象とし、学

校休業日(春・夏・冬季休業期間)に、日中活動の場を提供すること

を目的に、専門職による余暇活動等を含む通所指導を行う干とで児童
の発達を支援するとともに、あわせて保護者の介護負担の軽減を図

る。又、身体障害児への理学療法士による機能訓練を実施することで

身体機能の維持向上を図る。

選定理由 1.プロポーザノレ年度令和3年度

(令和3年11月22日付千子児家発579号令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3.継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

5.業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業

者を契約の相手方に指定する。

601

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所

東京都文京区白山2-26-16-601

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4月

子ども部児童・家庭支援センター

3Jヲ3,3夕0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区立図書館システム用データセンター賃貸借

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、 E^

概 要

区立図書館では図書館システムを導入し、図書館事業運営の効率

化、利用者へのサービスの向上を実現している。

図書館システムを安全かつ適切に運用保守できるよう、システム

機器を格納するデータセンターを賃貸借する。

選定理由

ユフ/

区立図書館システムは、全庁LANネットワークを利用して運用し

ている。

当該システムの運用及びセキュリティ上、全庁LAN システムと同

ーのデータセンターにおいてサーバーを運用する必要があり、全庁

LAN システム用データセンター賃貸借を受託している下記事業者以

外の者では、業務の履行を達成できない。

このことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

<導入年度平成29年度(特命随意契約)>

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称東口本電信電話株式会社東京事業部

契約期間

住所東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

6年千"/ロ令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日

→、/ι 20/ 00

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

0

/

円(消費税を含む)



件

種

名

特命随意契約理由書

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田保健所総合管理業務

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要

物 物品・委託、の他
口
ロロ

千代田保健所の庁舎管理

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改訂)に基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務

成績は良好なため、引き続き翌年度に限り契約相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

336

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社ジンダイ〒代切ヌ右

東京都千代田区神田小川町3-11・2・224

担当課

6年4月1令和

イ3ヲ・・・315ヲ'80
楽粍価躬喫約の売め、奥約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

保健福祉部地域保健課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千鳥ケ淵緑道樹木等維持管理業務(第309号)

特命随意契約理由書

概

事工

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭詔、その他品

選定理由

当業務は、千鳥ケ淵緑道の、管理方法を見直し多様な植生にあっ

たそれぞれの手入れを計画的、一体的に行えるようにし、効果の検

証を行うものである。

1 プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

(令和4年2月3日付3千環道公発第595号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第62

ζ97

契約の相手方

号

継続年数 3年

評価業務成績良好なため

評価は良好なため、引き続き下記業者を契約の相手方に指定す

る。

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社富士植木

千代田区九段南4-1-9

担当課

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

チ月ノロ6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日

3 ι,9・g、9,2S'ι

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

1

3
 
4



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

全庁LANシステム用データセンター賃貸借

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

平成28年度に行った全庁LANりプレースの作業の中で、耐用年数を

むかえた機器の更新とともに、情報セキュリティの強化を図るべく、新

たな機器を導入した専用サーバーを構築した。そのサーバーを24時間

365日、監視・保守・運用し、全庁IANシステムを安全かつ適切に運

用保守できる外部専用サーバーをハウジングするため、データセンター

を賃借する。

選定理由 1 賃借開始平成29年度

賃借するデータセンターのハウジング事業者は、全庁LANシステム・

サーバーを設ヨ十・開発した事業者と密接不可分の関係にあり、同ーシス

テム開発者以外の者に、サーバーの変更・増設等のハウジングを履行さ

せると、当該システムの運用及びセキュリティ上、著しく支障がある。

このため、全庁LANシステムの保守運用事業者であるとともに、データ

センター管理業者でもある下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ぶ・y

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

東日本電信電話株式会社

港区西新橋3-22-8

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

令和6年4月1日~令和7年3月31日

y 月/

/j,2づd,

政策経営部情報システム課

東京事業部

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

000

日

円(消費税を含む)

1

物品・委託 也イそ



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

総合行政システム運用保守業務

概

特命随意契約理由書

1

事

要

士木

物品

令和6年4月から新たに稼働する千代田区の総合行政システムの正

常な稼働を維持するための運用に係る業務、ソフトウェアの障害復旧

やセキュリティ対策の実施及び保守に関する業務を行うことにより、当

該システムが正常かつ良好な状態に保たれ、業務が滞ることなく処理さ

れることを円滑な運用と安定的な稼働を目的とし、係る運用保守業務を

委託する。

・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

委託、の他

選定理由 下記業者は、令和4年度及び令和5年度2か年にかけて総合行政シ

ステムを構築した事業者であり、既設の機器、設備、情報処理システ

ム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では運用保守に係る作

業にてデータの欠損、不整合を発生させ、システムを安定稼働させる

ための保証を行うことが困難である。また、データの過不足など問題

が発生した際の解決策究明等の対処が困難になる等、業務の履行担保

が確保できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

475

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

担当課

ジャパンシステム株式会社

東京都渋谷区代々木1-22-1

b年4月令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

ユ/,844,OPO

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

1 0

円(消費税を含む)

品

工
物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

日経テレコン21の利用

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・

新聞や雑誌をはじめとした500以上の情報源、150万社超の企業情

報などのデータベース検索が可能な Web サービスを利用し、スムー

ズな情報収集を行う。

委託、その他

選定理由 本サービスにおいて、新聞・条歸ぎ・白書等記事検索機能、東京商工

リサーチ(企業情報、財務情報)、帝国データバンク等企業データベ

ース機能の複数の条件を満たすことが必要であって、ーつーつの条件

については、それを満たすものが数者存在するが、全ての条件を満た

すものが1者に特定されるものである。

6Sq

契約の相手方

以上のことから、下記の事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称 日経メディアマーケティング株式会社

千代田区大手町1-3-フ

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にういては、契約課で記入します。

4年千月

※疑倩'

令和6年吉月1日~令和7年3月31日

176,9 ×'ワ
価契約のため、契約金額は支出限度額

政策経営部契約課

地方自治法施行令第167条の2第1項第乙

1日

円(消費税を含む)

.

号

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

日経テレコン21利用料

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、臣西回

選定理由

新聞や雑誌をはじめとした500以上の情報源、140万社超の企業情

報などのデータベース検索が可能な Web サービスを利用し、スムー

ズな情報収集を行う。

本サービスにおいて、新聞・雑誌・白書等記事検索機能、東京商工

リサーチ(企業情報、財務情報)、帝国データバンク等企業データベ

ース機能の複数の条件を満たすことが必要であって、ーつーつの条件

については、それを満たすものが数者存在するが、全ての条件を満た

すものが1者に特定される_ものである。

ζ4

契約の相手方

以上のこと・から、下記の事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

日経メディアマーケティング株式会社

東京都千代田区大手町1-3-フ

担当課

令和

22》',79タ
'侍¥価契約のた盲、契約金額は支出限度額※

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

C年〒月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

区議会事務局

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

i、

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

日経テレコン21の利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要 新聞や雑誌をはじめとした500以上の情報源、150万社超の企業情

報などのデータベース検索が可能な Web サービスを利用し、スムー

ズな情報収集を行う。

選定理由 本サービスにおいて、新聞・雑誌・白書等記事検索機能、東京商工

リサーチ(企業情報、財務情報)、帝国データバンク等企業データベ

ース機能の複数の条件を満たすことが必要であって、ーつーつの条件

については、それを満たすものが数者存在するが、全ての条件を満た

すものが1者に特定されるものである。

S 9'

契約の相手方

以上のことから、下記の事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

日経メディアマーケティング株式会社

千代田区大手町1-3-フ

担当課

令和

》12,9 ι t
※疑伊坪候約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、1公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

午月16年

令和6年4月1日~令和7年3月31日

政策経営部広報広聴課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

円(消費税を含む)

2 号

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

認知機能維持向上教室(脳トレ教室)業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品<蚕璽1>その他

要 認知機能の維持向上を図り、認知症の発症遅延又は進行を予防する

と共に、社会参加や仲間づくりの機会とするととを目的として、認知

症に対する正しい理解のための講話・認知症予防に特化したプログラ

ム(シナプソロジー)・非日常的活動(音楽やワークショップ等)及

び認知症予防に資する活動紹介等を実施する。

選定理由 下記事業者は、認知症予防に特化したプログラムであるシナプソロ

ジーの開発者である。当プログラムは、認知機能が向上したという検

証エビデンスも経て、適切な効果が望まれると立証されている。

シナプソロジーの理解度、実践経験を総合的に兼ね備えているうえ

で、千代田区の介護予防事業の受託経験もあり、地域特性を把握して

いる事業者は、下記事業者に限られる。

以上の理由により下記事業者を契約の相手方に指定する。

ζ又今

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

委託期間

担当課

令和 6年チヨ 1 0

株式会社ルネサンス

墨田区両国 2・10・14

根拠規程

令和6年4月1日~令和7年3月31日

(シ肖黄釈令b)ξ/ g, S、'タク円

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

両国シティコア3F

i

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

被災者生活再建支援システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・(垂璽)その他

選定理由

被災状況の調査から、その結果集約、り災証明書発行と、それによ

り作成する被災者台帳を用いた被災者への生活再建支援の進捗管理

を一括して行う被災者生活再建支援システムについて、機能を維持す

るため機器の保守契約を締結する。

1 導入年度令和2年度更新(特命随意契約)

2 被災者生活再建支援システムは、東京都が「東京都地域防災計画」

に基づき平成26年度に都内全自治体に導入したもので、京都大学、

新潟大学、東京都、NTT東日本(東日本電信電話株式会社)が過去

の災害をもとに開発したものである。

対象となる区民のデータは、住民基本台帳データベースから取

り込むなど、既存のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の

者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究

明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成で

きない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

2今3

その他工事

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名 称東日本電信電話株式会社東京事業部

所東京都港区西新橋3-22-8

契約期間

住

担当課

6年4月1令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

270q,300

日

政策経営部災害対策・危機管理課

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

風ぐるま臨時便の運行業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託 その他

要 千代田区のイベントに参加する際の輸送手段の確保を以て、事業

の円滑な運営を図る。イベントの想定として長寿会の誕生会は75

歳以上の高齢者が多く、参加者の中には歩行不安を抱え、公共交通

機関の利用では会場まで向かうことのできない方も含まれる。

これに伴い、高齢者の安全・安心かつ円滑な移動手段の確保のた

め、地域福祉交通"風ぐるま"と連携を図りながら、マイクロバスを

用いて、区内各所から長寿会の誕生会などのイベント会場での送迎

をイテう。

選定理由

27 》

本件業務内容は参加者のイベントへの移動手段としてマイクロバ

スを利用するが、送迎時の乗降をするにあたって、地域福祉交通"風

ぐるま"の停留所を一時利用する。停留所の使用や、送迎バス及び風

ぐるまの運行ダイヤの調整など運行事業者との密な連携が必要とな

る。下記事業者は、風ぐるまの運行事業者であり、初めてのルート

でスケジュールが流動的な中、迅速な対応と安定した業務を遂行が

可能である。以上の理由により下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

1

※契約金額

称

契約期間

日立自動車交通株式会社

東京都足立区綾瀬6丁目Ⅱ番22号

担当課

所

令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

6年チ" 1

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

、ノ ノー

保健福祉部福祉総務課福祉総務係

3 30P,

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

D ι)ク
円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

DX及び業務改革(BPR)推進支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匿回、その他

要

選定理由

現DX戦略に掲げた取組み等をより一層推進するとともに、次期DX戦

略の策定に向けた検討において、専門的な知見、経験に基づく具体的な

助言や支援を得る。

1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和6年3月18日付5千政デ政発157号決裁)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3.継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方として指定

する。

契約の相手方

※契約年月日

卯》

円(消費税を含む)※契約金額

称デロイトトーマツコンサルティング合同会社

所東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

丸の内二重橋ビルディング

契約期間

担当課

令和 6年 q月/日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部デジタル政策課

66000夕つ0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

デジタル複合機の複写等サービス業務(第801号)

特命随意契約理由書

工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕臣1、その他

要
士木工事設計業務を円滑に執行するよう、デジタル複合機の設置、

消耗品の供給、機器の点検修理等を行う。

選定理由

本件は、令和元年10月供用開始より、下記の事業者に決定したも

のである。

令和6年度は6年目であり、使用条件その他の事項について前年度

と同条件で提供でき、機器の保守・運用は密接不可分の関係にあり、

同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因

究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成でき

ないものである。

以上の理由により、下記の業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

仁66

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 富士フィノレムビジネスイノベーションジャパン株式会社

公亥支1工
東京都江東区豊洲二丁目2番1項所

担当課

令和 6年 q月/

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

薪一

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

タ9"クク0
は

日

額

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段さくら館保守管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭劃、その他

選定理由

九段さくら館の居住者の利便を図り、施設の機能及び美観を維持す

る。

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成19

年12月改訂)に基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争によ

り委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務成績は

良好なため、引き続き同条件、同金額で、翌年度に限り契約の相手方

に指定する。

ハ、の目手

※契約年月日

160

※契約金額

契約期間

住所東京都千代田区岩本町2-9-11

ニッセイファシリティ

担当課

6年q月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入しま・す。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

環境まちづくり部住宅課

ぢ,▽リ伊 3g

工立ミ

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

千'田

円(消費税を含む)

2 号



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

区営千鳥ケ淵ボート場運営管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

選定理由

区民及び内外の来場者の余暇活動の一助となるレクリエーション

施設として、来場者が安全かつ快適に利用できるよう、運営管理業務

をイテう。

1.プロポーザノレ年度令和2年度

令和3年2月16日付2千地商観発第305号(令和3年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 4年

4.評価良好な業務成績のため

5.更新令和5年12月15日付5千指業委第12号「指名業者選

定委員会」承認

業務成績は、良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者

を契約の相手方に指定する。

647

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 株式会社ハイビレッヂ

東京都小金井市貫井南町4-16-2

担当課

所

6年千月令和

根拠規程

30,g82000
炎病価靭西契約のため、契約金額は支出限度額

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部商工観光課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

ぐ
'

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

公園・児童遊園等りニューアルエ事設計業務(第715号)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・ 測量、地質調査・その他工事設備・設斗

物

要

口
ロロ 物品・委託、その他

選定理由

千代田区内における子どもの遊び場の充実にむけて、公園または児

童遊園もしくは広場を選定し、整備方針の策定前に複合遊具(インク

ノレーシブ遊具)やドックラン・スケートパークの整備内容を精査し、

公園整備を行うための設計業務を行うものである。

本件は、将来的な公園整備・管理方法について検討中の公園・児童

遊園等整備方針素案作成業務(第715号)での内容を具体的な施策(先

行パイロット事業)に反映させる本件設計が密接不可分の関係にあ

り、受託者以外の場合、一体的な設計ができなくなるなど円滑な業務

遂行に著しい支障があるものである。また、下記業者は令和5年度に

契約した「公園・児童遊園等りニューアルエ事設計業務(第721号)」

の受託者であり、公園の利用状況、施設配置、設計方針など現場状況

等に熟知・精通しており、履行期間の短縮・業務品質や経費面で有利

である。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

ξ門

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

国際航業株式会社東京支店

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

担当課

6年4月/令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年3月31日

環境まちづくり部道路公園課

3,・,9ε 6/0ク

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

校外学習用観光バスの運行業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工

事物品:物品・委託・その他

選定理由

要 区立幼稚園(こども園含む)・小学校等の校外学習用観光バ

スの運行業務について、委託契約を締結し、経費を支出する。

契約の相手方

当案件については、二度入札を行ったが、予定価格内の応札

がなく、かつ、バスの手配ができないという理由から不調返戻

された。そこで、下記業者と交渉したところ、学校等が希望す

る日程で受託できる旨の回答があったため、契約の相手方に指

定する。

※契約年月日

※契約金額

650

号

契約期間

材、

担当課

太平観光株式会社

練馬区東大泉 7-38-9所

令和

楽

根拠規程

車イ而

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ι.9 / SOOU (消費税を含む)契約のた命、契細金額は支出限度剖

6年4月/

令和6年5月21日から令和6年6月20日

教育委員会事務局子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

6

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

国指定史跡常盤橋門跡を含む常盤橋公園整備計画策定等支援業務

概

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匪囲、その他

要 区立常盤橋公園は、隣接地区で都市計画決定に基づく再開発事業と

首都高速道路の地下化事業が進行しており、影響が懸念されている。

また、公園内に所在する国指定史跡常盤橋門跡については、令和2年

度に修理工事が完了し、令和5年度には保存活用計画が策定されたた

め、公開活用を含めた整備が必要となっている。以上の状況を踏まえ、

千代田区は、行政計画である「国指定史跡常盤橋門跡を含む常盤橋公

園整備計画」を策定し、整備の方針を定めることとしている。

本業務は、この計画策定の支援を委託するもので、受託者は士木施

工や史跡整備に関する専門的な知見を踏まえながら、委員会運営及び

計画書の作成支援を行う。

選定理由

240

当該事業者は、プロポーザル方式によって選定され、令和3年度か

ら継続して本業務にあたっている。本業務は、令和5年度での終了を

予定していたが、第三者による周辺の都市計画事業との兼ね合いで調

整が必要となったため、令和6年度も継続して実施する。

当該事業者は業務に求められるトンネル施工や石垣などの工学的な

知識と公園整備・文化財整備に関する経験を有しており、業務成績は

優秀である。委員会での審議も専門性が高いため、新規の事業者では

業務着手に時間がかかり、業務の遅延やコストアップが想定される。

このため、当該事業者に引き続き委託することが有利と考えられる。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当

6年〒月1ヨ令和

株式会社文化財保存計画協会

千代田区ーツ橋2丁目5-5

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

ワ,71 1,00(フ 円(消費税を含む)

地域振興部文化振興課(文化財係)

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

称
所

名
住

課



件

種

名

類

、

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

産業廃棄物処分業務(コンクリートくず等)

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託、の他

選定理由

区内の道路上及び公園内における産業廃棄物(コンクリートくず

等)について、法令に基づいた適切な処分を行う。

下記業者は、本件業務委託に先立ち行われた廃棄物運搬処理業務の

見積もり競争の際、その内定者である新宿運輸商事(株)千代田営業所

が廃棄物の処分先として指定した者である。このため、本件業務にっ

いて、特定のものでなければ役務を提供することができない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

612

※契約金額

契約期間

称日成ストマック・トーキョー

担当課

所東京都江戸川区東葛西3-17-15

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

b年4月/

楽
/,58〒000

一契約のため

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

1

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田一橋中学校英会話講座業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

選定理由

要 神田一橋中学校において、英会話講座業務を実施する。

1 プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

(令和5年3月15日付決裁済み 4千子指導発第12Ⅱ号)

該当プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号
継続年度 2年

評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業

者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

チ令ク

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社エデュケーショナノレネットワーク

契約期間

住所東京都千代田区富士見二丁目Ⅱ番Ⅱ号

担当課

令和 6年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ
ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

4月

克

子ども部指導課

日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2,291,9CO 円(消費税を含む)

i

2
 
3
 
4



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田一橋中学校長期休業中学習教室・直前対策ゼミ業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

.

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他

選定理由

神田一橋中学校において、長期休業中または放課後に課外指導

を実施する。

1 プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

(令和4年3月29日付決裁済み 3千子指導発第1265号)

該当プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

継続年度 3年

評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業

者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

381

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社エデュケーショナノレネットワーク

契約期間

住所東京都千代田区富士見二丁目Ⅱ番Ⅱ号

担当課

6年4月{令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

又P94・,05、'0
楽紹而怖契約のため契約金額は支

令和6年4月1日~令和7年3月31日

指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

限度額
円(消費税を含む)

ι

2
 
3
 
4



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区内遺跡出士遺物の保存修復業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品〔三否匝〕その他

要

選定理由

区内遺跡出士の遺物について、展示及び貸出等の利用を目的とし

て、保存修復を実施する。対象遺物は全10件、 286点で、 17世紀か

ら19世紀にかけて製作された貿易陶磁器や希少な金属製品を含む。

修復対象の陶磁器・金属製品は発掘以来劣化が進んでいる。このた

め、保存修復を行うにあたり、下記の条件を満たす必要がある。

①陶磁器表面の汚れ除去と酸化防止・欠落部分の補填、原色原形を

損なわない補彩を行うため、遺物に合わせた洗浄方法、薬

品の使用方法等について、国指定文化財補修レベルの技術

と経験を有すること。

②金属製品士中での溶解が進んだ状態にある遺物のクリーニング

と酸化防止処理を行うため、遺物の状態に合わせた修復

を行う技術と経験を有すること。

③作業所遺物は劣化が進行しているため、輸送による損傷を最小限

にする必要があることから、都内で修復作業が可能である

こと。

これらすべての条件を満たすのは、国立東京博物館所蔵資料をはじめ

とする国指定文化財の保存修復を行い、特殊な技術と経験を有する下

記事業者に限られるため、契約の相手方に指定する。

qフク

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

円(消費税を含む)

国立大学法人東京藝術大学

4年4月令和

根拠規程

台東区上野公園 12・8

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部文化振興課(文化財係)

8PO0,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ロ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区障害児ケアプラン事業運営支援業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委ifl、その他

障害や発達に課題のある児童(以下耶章害児等」という。)が地域

で健やかに成長し、保護者とともに安心して暮らせるよう、児童一人

ひとりの発達状況に応じたサービスをプランニングする「はぱたきプ、_」、、_ー^ L_

ラン」(以下「プラン」という。)を作成し、児童の成長と保護者の子

育て不安の解消を図る。児童の情報は「子育てカルテ」として整理し、

関係機関との情報共有を図り、児童の切れ目のない支援を実現する。
又、児童福祉法に、規定する障害児支援サービスを利用する児童には、

申請時に必要な耶章害児支援利用計画」の作成を行う。

選定理由

601

本事業の業務内容は、児童・保護者の状況に深く関与することから、

事業者と保護者の信頼関係が必要不可欠である。子ども発達センター

の運営事業者である下記業者は、保護者と信頼が築かれており、プラ

ン作成に必要な児童の情報や相談支援のノウハウも備えている。又、

庁内・庁外の関係機関とのやりとりに関しても相談支援の経験から良

好な関係を構築している。令和5年度の業務成績も良好であることか

ら、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所

契約期間

住所東京都文京区白山2-26-16-601

担当課

4年4月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

子ども部児童・家庭支援センター

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

270 f 6/ト2ヲ'

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区総合防災情報システム構築業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・医西、その他

選定理由

・総合防災情報システム(防災情報システム・防災ポータルサイト・

防災アプリ)の構築

・総合防災情報システムの運用支援、保守

1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和6年3月13日付5千政災危発第446号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3.継続年度初年度

4.プロポーザルによって選定された以下の業者を契約の相手方に指

定する。

契約の相手方

"9

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称

所

担当課

令和 6年千月

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

東京都港区海岸1-2-3 汐留芝籬宮ビルディング

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

g7,79P, 000

政策経営部災害対策・危機管理課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

品

名
住



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区役所本庁舎駐車料金収入管理等業務

類

特命随意契約理由書

工事

物 物品・委託

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

ノ

要

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎(以下「合同庁舎」という。)

の駐車料金収入管理業務並びに水道及びガス料金に係る負担按分表作

成等業務を行う。

選定理由

国による一般競争入札の結果、下記業者が合同庁舎の「建設設備管理

業務」受託者となった。

駐車料金精算設備の管理は合同庁舎全体の設備管理の一環として当

該事業者が行っており、合同庁舎全体の光熱水量(電気・ガス・水道)

についても当該事業者が管理している。

こうした状況を踏まえ、本業務を当該受託者に委託することにより

効率的かつ円滑な事務の執行が可能となる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

6又S

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

株式会社シミズ・ビルライフケア

東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南

令和

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部施設経営課

2,ワろ9,ク00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

品

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区立学校等用務業務

特命随意契約理由書

概 要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他

区立学校等における園児、児童及び生徒の安全で安心した学校園生

活と教育活動を安定的に推進するため、また教職員が学校園生活を円

滑に行えるようにするため、備品等の管理や来校園舎の応対等を含む

用務業務を委託する。

<履行場所>

(1)お茶の水小学校及びお茶の水幼稚園

(2)昌平小学校及び昌平幼稚園

(3)麹町中学校

選定理由

邸斗

1 プロポーザル年度令和3年度

(令和3年9月8日3千指業委第7号プロポーザル方式承認令和

4年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数 3年度

継続3年目であり業務成績は良好なため、引き続き令和6年度にお

いても下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

名称

契約期間

所在地

光管財株式会社千代田支店

東京都千代田区富士見1-Ⅱ-23

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

4年4月

令和6年4月1日

60286ヲ 6ず

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

i"、ノ

フジミビノレ303

令和7年3月31日

事
品

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

全庁LANシステム用ノートパソコン等機器の賃借(再々リース)

概

特命随意契約理由書

1

選定理由

事

要

^
ロロ

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託、の他

千代田区全庁LAN用のノートパソコンを賃借しているが、契約満了を迎

えるにあたり、契約期間を 1年延長する。

1.導入平成29年4月1日~令和4年3月31日までの長期継続契約で

あり、契約満了に伴う1年間の再リースを令和4年度と5年度に行っ

た。さらに令和6年度についても再リースを行う。

2.賃借期間をさらに1年延長しても使用に耐えられることが見込まれ

ており、かつVD 1アクセス集中対応のため、再リース契約を締結す

る。

3.当該機器は、現在流通している新機種では対応していない、総合行政

システムの稼働に必要なソフトウェアのバージョンを備えており、基

盤構築事業者の動作保証済み端末である。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。以上の

理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ζ曾

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

NTT・TC リース株式会社

東京都港区港南1丁目2番70号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

円(消費税を含む)

令和6年4月1日~令和7年3月31日

q 月/

政策経営部情報システム課

2/

地方自治法施行令第167条の2第1項第2ア・

16 ろ,ろワ 2

日

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

全庁ネットワークセキュリティ対策支援業務

概

特命随意契約理由書

1

事

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託、の他

区ではクラウドサービスの普及やサイバー攻撃の高度化等に伴

い、セキュリティ対策の強化を予定している。新たなセキュリティの考え

方であるゼロトラストセキュリティの実現や総務省新強靭化モデルに合

致したセキュリティの確保等についての専門的な検討と実際の構築に

必要な支援に関する業務を委託する。

選定理由 現在稼働している庁内システムをサイバー攻撃等から守るために

は、現在のシステムについて熟知している必要がある。また、ゼロト

ラストセキュリティの確保のためには千代田区のセキュリティの現

況と新たに求められるセキュリティの要件について専門的な知識を

有する必要がある。下記事業者は、千代田区のシステムやネットワー

クについて最も精通しており、契約の目的を達成するためには、能力

その他の複数の条件を満たすことが必要であって、全ての条件を満た

す者が1者に特定される。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

619

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称:エクシオ・システムマネジメント株式会社

住所:東京都港区三田3丁目5番27号住友不動産三田ツインビ

ル西館7階

契約期間

担当課

6年4月1令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

.

/号'/チ80,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

品

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

富士見小学校放課後子どもプラン「放課後子ども教室(遊び)」業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕亙>その他

要

選定理由

富士見小学校において、放課後児童の居場所を確保するために、授

業終了後の学校施設を活用して、児童の自主的な遊びの場を提供する

とともに、その指導・援助を通じて放課後児童対策を行う。

富士見小学校には、公設民営の富士見わんぱくひろば学童クラブが

併設され、その運営を下記事業者が行っている。

放課後子ども教室事業と学童クラブは対象者が異なるものの、同じ

放課後児童対策事業である。当該業務は、学童クラブの本体業務と密

接に関連する付帯的な業務であり、学童クラブの事業者に履行させる

ことにより、一元的な管理の下で児童の居場所が確保でき、経費の節

減ができるなど有利と認められる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

378

※契約金額

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和 b年4月

株式会社ポピンズエデュケア

東京都渋谷区広尾5丁目6-6

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/245'0ヌ00
一塑j夕の

日

広尾プラザ5階

額'J 頁慢,幼/定

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

CACHATT0りモートワーク構築業務

特命随意契約理由書

概

工 事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

選定理由

要

物品・委託、その他
口
ロロ

CACHATT0 りモートデスクトップを利用するに当たり、端末の設計

及び構築・試験を行う業務。

下記事業者は、全庁LANシステム・サーバーを設計・開発をした事業

者であり、令和2年度にりモートワークシステムを構築し、、そ'の後の拡張業

務・運用保守業務も引き続き行っている。

本システムの構築及び運用保守業務は、既設の機器、設備、情報処理シ

ステム等と密接不可分の関係にあり、この業務を全庁LANシステム開発者

以外の者に履行させた場合、責任区分が不明確になり、また、故障発生時

の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、当該システムの運用

に著しく支障があり、業務の履行を達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

6之3

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

契約期間

東口本電信電話株式会社難穿兼舒

東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

6年弓月令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日~令和6年8月31日

政策経営部情報システム課

g,360 000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

g口

ノ 円(消費税を含む)

1



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

九段第3合同庁舎特高変電設備改修工事

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

品・ その他
^
ロロ

選定理由

九段第3合同庁舎特高変電設備改修工事を行う。

P"事業の契約期間終了に伴い、令和3年度から九段第3合同庁舎・

千代田区役所本庁舎の特高変電設備改修工事は、各事業者と委託契約

することとなった。国との合築である本庁舎の特高変電設備改修工事

を、国と区が合わせて発注することにより効率的な運用を図る必要が

あり、国(財務省)が発注及び契約事務を行っている。

ついては、国の選定により受託事業者となった下記業者を契約相手

方とするものである。

契約の相手方

※契約年月日

タフク

※契約金額

契約期間

二菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2-フ-3

令和

根拠規程

6年9月/フロ

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月17日から令和7年6月30日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

又6,7宮2 卯ヌ 円(消費税を含む)

三
口委

旦

物

称
所

名
住

課当



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

英国立バンガー大学視察等実施業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(1玉亙>その他

概

一般社団法人国際大学連合が主催する「英国立バンガー大学日本研

究所トリニティ・ファウンデーションプログラム」に多くの高校生が

参加している。本校の生徒も毎年参加しており、プログラムの内容が

英語力の向上につながっている。このたび本研修プログラムに教員が

同行し、九段中等教育学校版「探求プラン・グローバノレプログラム」

の開発に役立てていく。

要

選定理由 多くの高校生が参加可能な高校生向けプログラムで、留学体験がで

きるコースを計画している事業者は特定される。また、本プログラム

は海外で通用する真の英語力を身につける方策として有用であると

ともに、現地の人々とのふれあいをとおして、生活に必要な英語力、

イギリスの歴史等の知識を身につけ、国際的な人材育成への契機とな

るものである。

上記プログラムにおいて生徒と行動を共にし、全体を視察し把握す

るためには、このプログラムを提供している下記団体に委託する必要

がある。よって、下記団体を契約の相手先に指定する。

516

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

令和 6年4月18 0

一般社団法人国際大学連合

兵庫県神戸市中央区港島中町3-1-2

神戸ポートビレジ4棟201

根拠規程

¥9コ2,550

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年8月30日

九段中等教育学校

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1

(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

富士見出張所・区民館総合管理業務

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1玉西、その他

選定理由

富士見出張所・区民館の安全かつ良好な環境を保持し、快適な施設

利用が行なえるよう、施設及び設備の点検・保守・運転・監視・清掃・

環境測定等の業務を総合的に委託する。

契約の相手方

下記事業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平

成19年12月改訂)に基づき令和5年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。業務成績は良好なた

め、引き続き契約の相手方に指定する。

※契約年月日

702

※契約金額 円(消費税を含む)

1

契約期間

株式会社スターリング千代田支店

東京都千代田区二番町1番地2 番町ハイムⅡ03

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地域振興部富士見出張所

/十β82,5'ひ0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

ノ

ガスコージェネレーション保守点検業務(麹町中)

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委劃、その他

選定理由

麹町中学校に設置されたガスコージェネレーション(ジェネライ

ト)保守点検業務

1.麹町中学校の機器、設備は、下記事業者が製造したものである。

2.本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と密

接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になり、

故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど業務

履行が達成できない。また、ガス機器の安全性確保のため、取扱

いにあたっては特に専門的な技術を要する。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

26る

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

令和

ヤンマーエネノレギーシステム株式会社

中央区八重洲12-1-1 YAN八仏R

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年チ月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども施設課

ワ今9, PP O

地方自治法施行令第167条の2第1項第6夛

日

東京支社

TOKY0 13階

品

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

ちょだエコ・オフィス町内会古紙回収業務

概

特命随意契約理由書

工事

物口

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

、物品・1委i回、その他

リサイクルの推進とごみの減量化を図るため、区立小・中学校及び区

立幼稚園における古紙回収の委託を行う。

エコ・オフィス町内会(以下「オフィス町内会」という)は、共同回

収事業を運営する非営利団体として1991年に設立された。当時、特定

非営利活動促進法(NP0法)が存在していなかったこともあり、オフ

イス町内会は法人とはなっていない。

この事業は、「①古紙排出企業側は、古紙を廃棄物として処分する費

用よりも安価に回収してもらうことができること。②回収会社は、古紙

相場に左右されずに固定的な収入を得られるので、経営が安定するこ

と。③オフィス町内会事務局は経費を会員からの収入で賄うことによ

り、活動の継続陛を確保するととができること。」の3つの経済性と、

オフィス町内会の仕組みにより運営を継続することができ、また、環境

保護といえども、関係者の経費の負担が続くような仕組みでは、・長期に

わたっ,て活動を継続することはできないと考え開始されたものである。

オフィス町内会の千代田区の事務局代理は下記事業者であり、オフィ

ス町内会の会員として回収を行っている唯一の事業者である。また、区

では、区内の環境りサイクル事業として、この活動を推進・支援してぃ

る。

以上の理由により下記業者を契約の相手方とする。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

令和 6年y月/

株式会社新井商店

東京都台東区根岸5-1 4-13

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目にういては、契約課で記入します。

、

令和6年4月1日から令和7年3月31日

π西
/,ぢヲ q・,o do

子ども部学務課

日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

称
所

名
住



件

種

名 リユース食器・分別ごみ容器の配送・洗浄・保管業務及びりユース

食器の賃貸借

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、(乏三匝)(賃貸借)

要 区の環境への取り組みをPRするため、カップ、皿、どんぶり、箸

などのりユース食器・分別ごみ容器を指定の日時・場所に配送し、利

用後の食器等を洗浄、保管する。

また、行事等の重複により、区保有の食器が不足する場合は、臨時

にりユース食器を賃貸する。

選定理由 祭礼のように一度に大量の貸し出しが必要な規模の行事もあるた

め、区で扱う品目について、一定程度の在庫を有する必要がある。

なお貸し出し品目中、箸を取り、扱っているのは、現在、下記事業者

のみである。

当該事業者は、自社のりユース食器の配送・洗浄に加え、自社以外

のりユース食器の保管業務も行っているため、箸を含め、必要な数の

リユース食器を貸し出すことができる。加えて、「りユース食器ネッ

トワーク」に加入する、23 区内に事業所を有する唯一の事業者であ

ることから、輸送に係る環境負荷を軽減できる。

以上の理由により、下記事業者を契約相手方に指定する。

01

契約の相手方

※契約年月日

/

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 (特非)社会資源再生協議会

東京都中野区本町3-1-4

担当課

所

令和 年 凡月1日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

炎

令和6年4月1日から令和7年3月31日

「1

佃

3,ダフqテ r7 1
の・

環境まちづくり部千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第動号

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

海外派遣研修実施業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医西)1その他

要

選定理由

国際的な視野でものごとを考えることができる、グローバノレマイン

ドを備えたりーダーとしての資質を育成することを目的とし、本校第

4学年の海外派遣研修実施に伴い、派遣生徒及び引率教員の海外での

旅行に必要な業務を行う。

1.プロポーザノレ年度平成30年度

(平成30年9月21日付30千中等シ発第3Ⅱ号平成31年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条3項

3.継続年数 3年度(令和2~4年度は新型コロナウィルス感染症蔓

延に伴う学校行事縮小により実施せず)

4.プロポーザル方式により選定した下記業者を契約の相手先に指定

する。

契約の相手方

円(消費税を含む)

665

※契約年月日

※契約金額

名称:株式会社アイエスエイ

住所:東京都港区港南1-6-41

契約期間

担当課

b年4月1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月'1日から令和5年10月15日

九段中等教育学校経営企画室

2,5、0 又,700

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

芝浦クリスタル品川 10F



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎における防火管理者等業務

特命随意契約理由書

工 事

物

概

物品・委託口
ロロ

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

要

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎(以下「防火対象物」とい

う。)において、消防法(昭和23年法律第186号。以下Ⅳ却という。)

第8条第 1項に規定する防火管理者の業務及び同法第 36 条第1項に

おいて準用する同第8条第1項に規定する防災管理者の業務の一部を

委託する。

選定理由

本庁舎の防災センター等共用部の防火管理者及び防災管理者の業務

は、消防法への深い知識が求められ、消防計画の見直しや日常の火災予

防点検を行うなど、本庁舎の構造や仕様に精通し、庁舎内の状況を日々

把握し実施する必要がある。本業務は共通仕様に基づく警備保安業務

との連携を図ることにより上記の必要条件を満たすことができ、効率

的かつ法律に基づいた確実な対応が可能となる。

下記業者は、個別の業務の共通仕様に基づき、財務省が実施する一般

競争入札により決定した本庁舎の警備保安業務の事業者である。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

フク 1

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

首都圏ビルサービス協同組合

東京都港区赤坂 1-1-16 細川ビル 1003 号

担当課

令和ι年 q月1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部施設経営課

99 ク/ P ι>ク

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

九段中等教育学校学校管理システム用機器等及び教員用パソ

コンの賃貸借(再リースパソコン・プリンター)

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他賃貸借)

選定理由

要 学校管理システム用機器等及び教員用パソコンの賃貸借業務

下記事業者は、九段中等教育学校の学校管理システム用機器等及び

教員用パソコンの賃貸借契約(27千中等シ発第51号、契約期間:平

成29年9月15日~令和3 (平成33)年9月14 勵の落札業者であ

る。 4年間のりース期間終了後、令和6年3月31日までの再リース

をしたが、今年度 10月にりプレースすることから、一部の賃貸借物

件を再リースし、引き続き使用する。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

693

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

1 0

契約期間

円(消費税を含む)

NX・TCリース&ファイナンス株式会社

東京都港区東新橋1-5-2

担当課

令和

根拠規程

6年千月

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

ユ,0 ク/、 12 P

九段中等教育学校経営企画室

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

入札不正行為の再発防止対策等に関する調査等業務

特命随意契約理由書

概 要

士木、・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿匪1、その他

千代田区立お茶の水小学校・幼稚園の改築に伴う空調設備工事及び給排水

衛生設備工事の契約締結手続きに際し、事業者に入札情報を漏らしたとし

て、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を

害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)」に違反した容疑で、元

千代田区議会議員及び元千代田区職員が逮捕された。これを受け、当該事案

の発生要因を調査し、その結果の報告を求める。

選定理由

ξ90

下記弁護士は、公安調査庁長官、福岡高等検察庁検事長、名古屋高等検察

庁検事長などを歴任し、令和2 (202の年から弁護士活動を行っている。検

事等多岐にわたる経験が豊富であるととから、刑事事件にっいても精通して

いる。官製談合防止法違反事件への対応や不正防止方策に関する知識と経験

も豊富であり、行政に関する訴訟及び行政手続きについても熟知している。

また、本件に関する上記事案が発生した直後である令和6年1月(令和5

年度)から同年3月まで、当該事案の発生要因等の調査にっいて下記弁護士

に委託したところである。

本件については、類似する不正行為が二度と行われないよう客観性と公平

性をもって調査検証できる豊富な知識と経験を持った弁護士の支援が不可

欠であるとともに、昨年度の調査も踏まえた調査手法と継続的な分析が求め

られる。

上記の要件を満たす弁護士は限られることから、下記の者を契約の相手方

として指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

契約期間

弁護士野々上尚

中央区京橋2-12

上田廣一法律事務所

担当課

令和6年4月 1日

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目
に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

1

根拠規程

1 , 0 00,00 0円(消費税を含む)

令和6年4月1日から令和6年7月31日

一仕

政策経営部総務課

1

地方自治法施行令第167条の2第1項第

3 京橋センタービル6階

ヌ

6 号

事
品

工
物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

校外学習用観光バスの運行業務

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工

事物品 物品・委託・その他

選定理由

要 区立幼稚園(とども園含む)・小学校等の校外学習用観光バ

スの運行業務について、委託契約を締結し、経費を支出する。

契約の相手方

当案件については、二度入札を行ったが、予定価格内の応札

がなく、かっ、バスの手配ができないという理由から不調返戻
された。そこで、下記業者と交渉したところ、学校等が希望す

る日程で、受託できる旨の回答があったため、契約の相手方に

指定する。

※契約年月日

※契約金額

649

名称

契約期間

住所

担当課

寿観光株式会社

練馬区上石神井3-16-フロイヤノレステージ1FI01

6年4お1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

製の

令和6年4月24日から令和6年7月16日

//,412,000
,1 亙'メ費

教育委員会事務局子ども部学務課

庄P

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

円(消費税を含む)

6 号

つ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

(仮称)新九段生涯学習館整備計画の検討業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・1委詔、その他

要

選定理由

本業務は、九段生涯学習館の所在地を含む、「九段南一丁目地区市

街地再開発事業」の進捗も見据え、子どもや障害者、高齢者等、全

ての区民が自由に活動できる生涯学習・文化芸術活動の拠点として、

(仮称)新九段生涯学習館整備の調査・検討を行うものである。

1 プロポーザル実施年度

令和5年度(令和6年3月29日5千地生ス発第492号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年数

契約初年度であり、プロポーザル方式により選定した下記事業

者を契約相手方に指名する。

6ぬ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

齡Υ鄭武パシフィックコンサルタンツ株式会社

東京都千代田区神田錦町三丁目記番地

担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

伶知 6与 4 且 1η日

契約締結日の翌日から令和7年3月31日

地域振興部生涯学習・スポーツ課

/ 1,93'6',0OP

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保田臨海学校実施に伴う宿泊施設の借上げ等業務

概

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、ぐξ三匝>

要

選定理由

千葉県保田海岸で実施する臨海学校の開催にあたり、児童・引率等

が宿泊し、食事の提供を受けるため施設を借上げ、参加児童が安全に

遊泳を行うための事業の運営補助を委託する。

借上げ施設については、海水の環境状況が良好である7月20日か

ら7月31日頃までの間に学校利用ができる施設であることや、児童

の安全の確保と事業の円滑な運営を確保するために以下の条件を満

たす施設であることが必要である。

①100名以上の宿泊が可能な施設であること。

②学校の受入実績があり、食堂・浴室・学習スペース等が十分確保

できること。

609

宿泊規模及び客単価の水準以内で、以上の条件を満たす施設は、サ

ンセットブリーズ保田に特定される。

このため、当施設を運営する下記事業者を契約の相手方に指名

する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

所在地:千葉県安房郡鋸南町大六1032

契約期間

名称:株式会社R.ptoject

担当課

令和

根拠規程

q,0 6,0
楽系価亨倆契約のため、契約金額は支出限度額

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年斗月30日

契約締結日の翌日

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第ノ号

●'^J 令和6年7月31日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

(

物品:物品・医元)、その他

要

選定理由

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

本業務は、神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日.常清掃業

務を委託するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、高

齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以下の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

('

J クク

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

、

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

千代田区九段南1・6・10 かがやきプラザ4階

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ι年¥月/ロ

/,79タ,2、タヨ円 (消費税を含む)
楽距イ西 契約のため、契約金額は支出限度額

令和6年4月1日から令和7年3月31日

神田公園出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

.、

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

和泉橋出張所・区民館日常清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

(

物品、物品・匡1璽)、その他

要

選定理由

和泉橋出張所・区民館の日常的な清掃業務

本件は、和泉橋出張所・区民館の衛生環境を保つために日常的な清

掃業務等を行うものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、

高齢の方であっ'ても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき高年齢者等の職業の

安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済及び社会の発展

に寄与する目的で設置されている。

以上の理由により、契約の相手方に指定する。

(

ゞワフ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

所

6年 q月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にういては、契約課で記入します。

楽踊イ而契約'ゞ'1蚕翁玉割よ支出限度裁
令和6年4月1日から令和7年3月31日

千代田区役所和泉橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

麹町集会室日常清掃業務

(

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品:物品・医璽)、その他

要 麹町集会室の日常清掃業務

本件は、麹町集会室内における日常の清掃業務を円滑に行うため、

麹町集会室日常清掃業務を行うものである。本業務は、高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基

づく業務であり、高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

(

※契約年月日

ゞワフ

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1 6-10

6年y月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

濠

令和6年4月1日から令和7年3月31日

997,OY O
価契約のため、契約金額は支出限度額

地域振興部麹町出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

三崎町中継所管理運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

(

物

要

、物品(玉璽)その他

三崎町中継所は、千代田、台東、文京区の不燃ごみを搬送するため

の船舶中継施設であり、不燃ごみを日曜日、年末年始を除いて毎日受

け入れている。

不燃ごみの受入業務、中央モニター監視、ホッパー業務(搬入車誘導・

搬入口整理)、プラント設備(コンベア2基・シュート2基・ターン

テーブル2基・計重装置2基)の保守点検(毎月実施)及び関係法令

等に基づく官公署等への届出手続き等を行う。

選定理由 (1)本業務で、いずれも下記事業者とのグループ会社である新明和工

業株式会社が設計・製作したものであり、下記事業者はその保守点検

の専門会社である。

②ごみ中継施設に設置した設備機器の維持管理であり、特殊な技術

を用いて設計・施工した施設・設備の保守点検業務であるため、同施

設の運転管理部門でなければ役務を提供することができない。

なお、下記事業者は、令和5年度中の管理業務の履行状況が良いこと

から、契約の相手方として指定する。

32、3

(

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

新明和ウエステック株式会社

東京都台東区上野7・12-14

令手口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部千代田清掃事務所

405'q qooo445'q qo

地方自治法施行令第167条の2第1項第 2 号

日

施設運営部東京営業所

品

名
住



件

種

名

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

産業廃棄物処分業務(廃プラスチック等)

(

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

選定理由

物品委託、の他

区内の道路上及び公園内における産業廃棄物(廃プラスチック等)

について、法令に基づいた適釖な処分を行う。

下記業者は、本件業務委託に先立ち行われた廃棄物運搬処理業務の

見積もり競争の際、その内定者である新宿運輸商事(株)千代田営業所

が廃棄物の処分先として指定した者である。とのため、本件業務につ

いて、特定のものでなけれぱ役務を提供することができない。

以上の理由により、.下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

(

※契約年月日

16 1

※契約金額

1

契約期間

称

担当課

所

有明興業株式会社

東京都江東区若洲12-8-25

令和

2,217,600
楽畄佃契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

リ月/6年

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

四番町保育園・児童館仮施設清掃・環境衛生管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

選定理由

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i回、その他

四番町保育園・児童館仮施設の清掃・環境衛生管理業務委託

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改定)に基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務成

績評定は良好なため、引き続き同条件で令和6年度に限り契約の相手

方に選定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社クリーンエ房神仞支店

住所東京都千代田区神田須田町一丁目10-4-1101

46号

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

子ども部子ども施設課

&2q940U

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(上事案件のみ)

情報システム監査及び研修業務

特命随意契約理由書

概

円(消費税を含む)

(

事

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿詔、その他品

選定理由

令和4年度からの中長期計画に基づき、個人情報の安全管理措置に

対する職員の意識向上、事務処理及びシステムのセキュリティ向上を

目的に、情報セキュリティ体制の整備支援及び監査・研修業務を委託

する。

1 プロポーザノレ年度

令和4年度(令和4年10月24日付4千政IT発 165号)

根拠規定

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条6号

継続年数

3年目

評価

業務成績良好のため、令和6年度においても下記事業者を契

約の相手方に指定する。

2

(

2タ'3

契約の相手方

3

4

※契約年月日

2

※契約金額

号

ジーブレイン株式会社

京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る

南辻町369-3

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

4年q月/

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

21,タ"/6 / 000

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

工
物

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

職員定期健康診断等実施業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品(蚕璽)その他

要 職員定期健康診断、各種がん検診および各種予防接種の実施

1.プロポーザノレ年度令和3年度

(令和4年3月14日付3千政人事発第 1991号

令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好な業務成績のため

継続3年目であり、業務成績は良好なため、引き続き令和6年度にお

いても下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

67フ

名称

※契約金額

住所

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

神保町三井ビルディング1階・2階

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年

迦

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

砕7、?07,ワ/ぢ

q月

人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は支出限度額
円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田一橋中学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

(

物品

選定理由

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^その他

神田一橋中学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 3年

評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

チ閲

※契約年月日

(

ノ

※契約金額

契約期間

担当課

円(消費税を含む)

チ月16年令和

株式会社東洋食品

東京都台東区東上野一丁目14番4号

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の,入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目についてはΥ契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部学務課

26,66f 0卯

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

2
 
3
 
4

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

()

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品

要

物品・委託その他

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

1.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第14Ⅱ号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 2年

4.評価良好な業務成績のため

業務成績は良好なため、引き続き令和6年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

千61

(,

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

〒104・0061 中央区6艮1重七丁目 16番 12号G・フビルディング

株式会社モード・プランニング・ジャパン

契約期間

担当課

6年4月1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽師他契約のため、契

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部人事課

12,仟・31,97、0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活保護版レセプト情報管理システム(クラウド版)の保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

(

物

要

物品委託口
ロロ

選定理由

生活保護版レセプト情報管理システムは、保険者(区)が医療機関

から提出された社会保険診療報酬支払基金を通じて送付される電子

レセプトを閲覧・操作・集計するシステムであり、その保守業務を委

託する。また、オンライン資格確認連携サービスの提供を受ける。

その他

平成23年4月から開始された電子レセプト運用が完全実施となり、

このレセプト管理システムは厚生労働省が下記業者へ開発・運営を委

託し、東京都が随意契約により改良を委託、したものである。

本サービスで既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可分の

関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障

発生時の原因究明、故障修理、障害対応など対処が困難になるなど業

務履行が達成できない。また、令和6年度より紙媒体の支払基金・請

求関係帳票につきオンライン酉酎言へと変更されるため、オンライン資

格確認連携サービスの提供を受けることが必要となる。

以上の理由により、評価も良好なため、下記事業者を規約の相手方

に指定する。

3g7

(

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

財盆美ビザネス税疹都富士通Japan株式会社

東京都港区東新橋1-5-2

円(消費税を含む)

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年4月

保健福祉部生活支援課

令和6年4月1日から令和7年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1,12乃000

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区公共施設等総合管理方針改定支援業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他

選定理由

本業務は、平成29年3月に策定した「千代田区公共施設等総合管

理方針」を改定するにあたり、専門的な見地からの調査、提案、助言

等の支援を行うことにより、効率的に業務を実施する。

1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和5年6月21日付5千政施経発第184号令和5年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条1号

3.継続年数 1年目

プロポーザル方式により選定した下記事業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

※契約年月日

7g3

※契約金額

称

契約期間

担当課

所

株式会社ファインコラボレート研究所

東京都港区元赤坂一丁目1番15号ニュートヨビノレ

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

1年q月/

契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで

うπ〒C ノク 00

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号"

日

円(消費税を含む)

品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

全庁LAN等運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品委託、の他

選定理由

要 令和4年度に再構築した全庁LANシステム等を今年度稼動させるに

際して、運用保守業務を委託する。

1.導入年度平成19年度(令和4年度再構築開始)

本システムは、情報系ネットワーク、基幹業務系ネットワーク、全

庁LAN端末、基幹業務系端末等を含む基盤となる情報処理システム

である。

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3.評価対応が迅速で良好のため

再構築後3年目であり、評価は良好である。既設の機器、設備、情

報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任

区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理など対

処が困難になる等、業務の履行を達成できないものである。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

クヲ

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

東日本電信電話株式会社

港区西新橋3-22-8

担当課

令和

1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年リ月/

令和6年4月1日~令和7年3月31日

3 し卜q ' 096, g、ひ0

政策経営部情報システム課

東京事業部

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

日曜青年教室館外及び室内プログラム企画・運営業務

概

工事

物

随意契約理由書

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・倭^その他品

選定理由

知的障害がある青少年、成人を対象にその適性・能力に合わせ、1T の

スキルを学ぶ活動等を通じて社会的適応力の養成を図る。

宿泊学習会の行程の説明を保護者対象に行い、受講生の宿泊学習会への

参加を促す。

本事業は多くの受講生が継続参加している状況の中、生涯学習としてよ

り幅広い分野についてのプログラムを展開していくため、教室の一部を委

託し新たな学習の機会を広げていくこととしている。

下記事業者は障害児に対する児童発達支援事業および放課後等デイサ

ービスの受託事業者であり、障害者に対する理解や個々の特性に応じた対

応に長けている。日曜青年教室のプログラムにも長年に渡って参画してお

り、その中で日曜青年教室受講生の特性や障害の状況について広く理解し

ている。また、1T に精通してい'るスタッフを有しており、その講座企画

カ・技術力は本事業にも有効である。加えて、宿泊学習会にスタッフとし

て参加を予定している事業者であり、宿泊学習会の行程全体を熟知してい

る。

よって、事業実施にあたり、さまざまな障害を持つ受講生の状況に応じ

たきめ細かい対応が期待できる点とITに精通している点を併せ持つ事業

者として下記事業者を契約の相手方に指定する。

ヤ〒、/

その他工事

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

令和

一般社団法人 D&A Networks

東京都千代田区二番町3-2

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

6年

契約締結日の翌日から令和7年3月9日

午月

地域振興部生涯学習・スポーツ課

/,〒・、32., 620

地方自治法施行令第167条の2第1項第 6 号

10

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

箱根移動教室実施に伴う宿泊施設の借上げ等業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品

選定理由

要

物品・委託、その他

箱根移動教室実施にあたって、宿泊施設を借上げるとともに賄い業

務の提供を受ける。

平成24年1月11日実施の校長会で、小学校6年生の移動教室の

実施場所は仙石原~湖尻方面にあり、学校利用による全館貸切可能で

以下の①~④の条件を満たす施設がよいということになった。

① 150名以上宿泊可能な施設であること。

②大型バスの駐車スペースが確保できるとと。

③レク等を実施できる設備(広間等)を2箇所以上提供できること。

④貸切が可能であること。

この条件を満たす施設を探した結果、該当するのは「箱根高原ホテ

ノレ」のみであり、移動教室事業の継続性から、当該施設の指定代理店

である下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

617

※契約年月日

※契約金額

名称富士急トラベル株式会社新都心支店

契約期間

住所渋谷区初台1-55-フ

担当課

4年A月令手口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

嫌

契約締結日の翌日

^

子ども部学務課

i52C6,240
のため

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

J'^゛ 令和6年6月5日

は 艮度額
円.W肖費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保育所等巡回指導業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:品・委ヨその他

(

要

選定理由

本事業は、「子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条伊上に基づき、公立、

私立保育所を学識経験者や園長経験者などが巡回アドバイザーとして巡回し、保育所

職員、保護者に専門的見地から指導・助言をするものである。

近年、保育所で発生する問題が複雑化、多様化しており、保育所だけでは対応が

困難な事例が増えている。

ついては、保育所で発生する様々な問題に対応する体制を整備するため、弁護士等

の専門スタッフを擁する下記事業者と連携、協力し、保育所等巡回指導事業を円滑に

実施することを目的に、「保育所等巡回指導業務に関する協定」を令和3年1月4日付
、

で締結。本協定の有効期間は令和6年3月31日から1年更新されている。

以上の理由により、下記の者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

(

18ク

日

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

一般社団法人日本保育者支援協会

東京都千代田区富士見1-11 13-101

令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に対応

しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

q "/6年

豪 Vイ西

令和6年4月1日から令和7年3月31日

乙'?ξP,ク00
契約のため、契約金額は支出限度額

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

学校案内パンフレット等の企画及び印刷業務

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匡西その他

要

選定理由

九段中等教育学校2025年度入学者募集に向けて、本校受検予

定者及び来訪者等に対して教育内容などの概要を写真・イラスト等

を活用し視覚に訴えかけ、よりわかりやすくイメージできるパンフ

レット等の作成をする。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

(令和5年4月19日付、 5千中等シ発第22号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4項

3.継続年数 1年

継続2年目であり、業務成績は良好なため、引き続き令和6年度に

おいても下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

7g3

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社グローバノレ教育出版

東京都千代田区内神田2丁目4番2号

一広グローバノレビノレ3階

担当課

令和 4年4月 10日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年6月28日まで

九段中等教育学校経営企画室

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

256邑500 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業関連業務

特命随意契約理由書

(

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委註》その他

選定理由

民間事業者の電話対応や書類審査事務のノウハウを活用し、もって子育

てサービスの充実を図ることを目的に、ベビーシッター利用支援事業関

連業務を委託する。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年11月24日 5千子児家発0661号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数初年度

プロポーザルにより選定された下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

タ03

※契約年月日

(

※契約金額 円(消費税を含む)

1

契約期間

担当課

令和

株式会社パソナライフケア

東京都港区南青山3-1-30

/'Υ0チ,0 O D
※祭修浄佃契約のため契約釡額は支出限度額

根拠規程

゛

4年千月1

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応し.ているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日

C

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

品

法
所

人
在

名
地



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ワークプレイス変革等支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・1蚕西、その他

要 区が取り組むべき課題が多様化・複雑化する中で、クオリティの高い行

政サービスを継続的に提供していくためには、生産性の高い働き方を実現

する必要がある。そのため、デスクや紙に囚われたとれまでの働き方や働く

場所を見直し、職員自らが業務内容等に合わせて働く場所を選択し、働き

方をデザインできるような魅力的で機能的な職場環境への転換を図る。

本業務は、前述した働き方の実現に向け「ワークプレイス変革」として、こ

れまでの取組みを踏まえ、職員の意識改革の実施を支援し、執務環境の

基本的な考え方や整備方針をまとめるものとする。

選定理由 1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和6年3月25日付5千政デ政発166号決裁)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3.継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方として指定

する。

6 'フ》'

契約の相手方

※契約年月日

名称コクヨマーケティング株式会社

住所東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

霞が関ビルディング18階

※契約金額

契約期間

担当課

令和 6年 y 月/ロ

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

司、。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部デジタル政策課

21 780,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

全庁LANシステム構築機器等の賃借(5)

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、の他

現行全庁 LANシステムを構成する機器を引き続きりースすることに

伴い、必要なライセンスを賃借する。

令和4年3月末日に契約期間が5年になったが、全庁LANシステ

ムを構成する一部機器について、引き続き利用する必要がある。令和

5年度は「全庁LANシステム延長運用に伴うライセンス及び機器の

賃借」として契約し、令和6年度については、機器等の賃借契約を締

結する。

以上の理由から、既存の上記賃借契約を締結している下記事業者

を、契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

7g l

※契約金額

名称

契約期間

住所

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区西新橋3丁目22番8号

担当課

令和 6年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日~令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

イ89 q,487

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

地域コミュニティ活動のデジタル活用支援業務

要

特命随意契約理由書

士木・建設

物品

新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動縮小や自粛によって地域コミュ

ニティの希薄化に対する懸念がある。また、区民の約9割がマンション居住者で

ある本区のなかで、地域コミュニティ活動へ参加したい区民や地域のことを知り

たい区民に対し地域の活動に関する情報やまちの情報の流通を更に良好にし、活

動の可視化を進め、区民のコミュニティ活動への新規参加や地域への愛着を高め

ることを図りたい。

また、活動団体内でデジタルを活用し、個人の役割の簡素化やイ乍業の共有によ

る活動の維持、場所の制約をなく司、ことで遠隔からでも参加できる等、活動参加

率増加を図るための活動手段のひとつとして、デジタル活用を推進する。以下の

ような嚇且みを行い、活動実践の場における伴走支援を継続的に行っていくこと

で々子gιを創出していく。

(1)コミュニケーションツールとしてのSNSによる情報剣言力の強化やZOOMに

よる打合せ等の手法のi助Uのための操作の基礎講習・運用のための提案支援。

(2) nNEW0照Sの導入した活動団体内の連絡・活動の効率化の実践の支援

(3)<ルプデスク業務(訪問支援の柔軟対応・デジタルを活用したイベント活動

の企画・実践支援)

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

選定理由

4W

1 プロポーザノレ年度

令和3年度(令和4年度開始)

(令和4年3月30日付決裁 3千地コ総発第220号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 ホ佳狩詳数 3年

4 評価

業務成績も良好なため令和6年度においても下記事業者を契約の相手方に指名

する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

名称

住所

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号大手町プレイスウエストタワー

令和

巧巧4地〒

令和6年4月1日から令和7年3月31日

6年4月

地域振興部コミュニティ総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

、'.;

日

,J 円(消費税を含む)
イ

三
口

事
品

工
物

町



＼

件

種

名

ノ

工事場所

(工事案件のみ)

類

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎ごみ処理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備'設計、測量、地質調査・その他工事

物品

要

物品・委託

選定理由

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎のごみ処理業務を行う。

PN事業の契約期間終了に伴い、令和3年度から九段第3合同庁舎・

千代田区役所本庁舎の各維持管理業務は、各事業者と委託契約するこ

ととなった。国との合築である本庁舎の各維持管理業務を、国と区が合

わせて発注することにより効率的な運用を図る必要があるため、国(財

務省)が発注及び契約事務を行い、契約書は国の各官署、千代田区、事

業者の連名によることとした。

ついては、国の入札により受託事業者となった下記業者を契約相手

方とするものである。

その他

契約の相手方

03

※契約年月日

※契約金額

＼

称

契約期間

担当課

所

広陽サービス株式会社

東京都江東区辰巳3-フ-8

令和

根拠規程

ユ、3 '3,6'フ
※'稲契約のため戻約金額は支出限度額

し年チ"/

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

麹町二丁目公共施設仮設蓄電池の賃貸借

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、[そ西回

選定理由

麹町二丁目公共施設(麹町小学校・幼稚園、麹町出張所)におい

て、蓄電池の故障が起きている。建物停電時の非常電源確保のため

に蓄電池の設置は必須となるため、新たに蓄電池を設置するまでの

期間、仮設蓄電池の賃貸借を行う。

令和6年2月に実施した「直流電源装置更新工事」実施時に、蓄

電池が故障していたことが発見された。そこで、改修工事を受託し

ていた下記事業者において仮設の蓄電池を設置した。

新たな蓄電池を購入設置するととで対応するまでの期間は仮設

の蓄電池を設置する必要があるため、下記事業者において設置した

仮設蓄電池を継続して借り上げる。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

q02

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社ホマレ電池

契約期間

住所千代田区神田佐久間町3-21

担当課

令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

6年斗月1

令和6年4月1日から令和6年12月25日まで

子ども部子ども施設課

》91,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎の警備保安業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

要

物品・委託

選定理由

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎の警備保安業務を行う。

PF1事業の契約期間終了に伴い、令和3年度から九段第3合同庁舎・

千代田区役所本庁舎の各維持管理業務は、各事業者と委託契約すると

ととなった。国との合築である本庁舎の各維持管理業務を、国と区が合

わせて発注することにより効率的な運用を図る必要があるため、国(財

務省)が発注及び契約事務を行い、契約書は国の各官署、千代田区、事

業者の連名によることとした。

ついては、国の入札により受託事業者となった下記業者を契約相手

方とするものである。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

フ/ゆ

円(消費税を含む)

契約期間

首都圏ビルサービス協同組合

東京都港区赤坂 1・1・16 細川ビル 1003 号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購,入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

6年 Y月/

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

みみ' q {6, qユ、6

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎建築設備管理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品

要

物品・委託

選定理由

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎の建築設備管理業務を行う。

PF1事業の契約期間終了に伴い、令和3年度から九段第3合同庁舎・

千代田区役所本庁舎の各維持管理業務は、各事業者と委託契約するこ

ととなった。国との合築である本庁舎の各維持管理業務を、国と区が合

わせて発注することにより効率的な運用を図る必要があるため、国(財

務省)が発注及び契約事務を行い、契約書は国の各官署、千代田区、事

業者の連名によることとした。

ついては、国の入札により受託事業者となった下記業者を契約相手

方とするものである。

その他

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

今8 /

契約期間

担当課

株式会社シミズ・ビルライフケア

東京都中央区京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館

令和

根拠規程

_β/,ζ、ヲフ'8"y2_
楽綸修蜘産契約のため、契約金額は

6年q月

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

称
所

名
住



件

種,

名

工事場所

(工事案件のみ)

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎清掃等業務

類

特命随意契約理由書

工事

概

物品

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

物品・委託

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎における清掃等業務を行う。

選定理由

PN事業の契約期間終了に伴い、令和3年度から九段第3合同庁舎・

千代田区役所本庁舎の各維持管理業務は、各事業者と委託契約するこ

ととなった。国との合築である本庁舎の各維持管理業務を、国と区が合

わせて発注することにより効率的な運用を図る必要があるため、国(財

務省)が発注及び契約事務を行い、契約書は国の各官署、千代田区、事

業者の連名によることとした。

ついては、国の入札により受託事業者となった下記業者を契約相手

方とするものである。

その他

契約の相手方

※契約年月日

応9

※契約金額

契約期間

円(消費税を含む)

株式会社新東美装

東京都世田谷区上用賀4-3-8

令和

根拠規程

2分" 997,3ぢ2
楽卑4西契約のため、契約金額は支出限度額

6年4月/

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

当課旦

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区総合住民サービスシステム運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物 ロロ

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿i司、その他

円(消費税を含む)

区民サービスを間断途絶なく提供するため、区の基幹システムで

ある総合住民サービスシステムを正常かつ良好な状態で常に稼働さ

せ、併せて法律改正等に的確に対応し、業務が滞りなく処理されるこ

とを目的とし運用保守業務を総合住民サービスシステムの構築事業

者に特命随意契約により委託している。

選定理由 本件は、平成21年度にプロポーザルを実施(平成23年10月開

始)し、前回更新から令和5年度で8年が経過した。

国のデジタル改革を踏まえ、国の方針及び計画との整合性を図り

つつ、本区にとり最適な地方公共団体情報システムの標準化に対応

する必要があるため、令和3年度から5年間かけて実施していると

ころである。

上記理由により、本業務については、現行システム運用保守事業者

である下記業者を契約の相手方に指定する。

9 ワイ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

b年4月 1 0令和

担当課

株式会社電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

OS4,40 7ヲく人 0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ノ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

区立学校施設の窓ガラス・床清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医回その他

選定理由

要 番町小学校の窓ガラス・床清掃業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改訂)に基づき、令和5年度当初契約案件として見積競争に

より委託業者として選定された事業者である。令和5年度の業務成績

は良好なため、引き続き令和6年度に限り契約の相手方に指定するも

のである。

契約の相手方

47仟、

※契約年月日

※契約金額

イ

契約期間

称 株式会社クリーンエ房神田支店

東京都千代田区神田須田町 1-10-4-1101

担当課

所

6年4月1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

2103,ワ子ゞ
円(消費税を含む)楽論倆断而契約のため渙約釡額は支出限度額

令和6年4月1日から令和7年3月31日

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段中等教育学校ICT教育システム保守管理支援業務

特命随意契約理由書

概

工

物品:物品委託、の他

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 教育システムにかかるネットワークおよび機器等の保守管理ICT

支援

1、プロポーザノレ年度平成30年度

(平成31年3月18日付30千中等シ発第680号令和元年度開始)

2、該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条4項

3、継続 6年

4、評価良好なため

当該システムの構築者であり、継続6年目(今年度りプレース)であ

る。既設の機器設備等、本システムの性質上、同一業者のメンテナン

スが不可欠であり、設定業者以外の者が履行した場合、既存のシステ

ム運用に著しく支障が生じる恐れがある。また、不具合発生時の原因

究明、故障修理など部材の交換まで一貫して行う事ができ、早期復旧

の期待が出来る。

以上の理由により、業務成績は良好なため、引き続き令和6年度に

おいても、下記業者を契約の相手先に指定する。

Id07

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社内田洋行

契約期間

住所東京都江東区東陽2丁目3番25号

担当課

令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示Lた項目については、契約課で記入します。

b年チ月1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

九段中等教育学校経営企画室

8汁ξ64ル

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

デジタル地球儀(SPHERE)の利用

工事

概

物品

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・託その他

要
デジタル地球儀(SP睡RE)の継続的な利用のため、その通信料を支

払う。

契約の相手方

デジタル地球儀(S則駅E)の導入について、 5千子指導発556決

裁の結果、下記事業者に決定した。

デジタル地球儀(SP1垂RE)については、販売から保守まで一貫して

下記事業者が行っている。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

合39

法人名

所在地

その他工事

契約期間

6年チ月令和

NP0法人 ELP

東京都渋谷区神宮前6・35・3

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

g29,oo a 円

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

子ども部指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

G力貿釈Σ令砂)

""ノ

"ノ

1



件

種

名

概

類

特命随意契約理由書

千代田区標準システム移行及び支援業務

要

委託

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律

第 40 号)」により標準システムへの移行が地方公共団体の責務とさ

れ、国が策定した『自治体DX推進計画』において,自治体の主要業

務システムを標準化・共通化し,令和7年度末までに全ての自治体が

標準準拠システムへ移行するととが自治体の重点取組事項と定義さ

れた。

こうした状況に鑑み、標準化に向けたプロジェクト管理、標準準拠

システム稼働環境の設計等、移行に向けた支援を行う。

選定理由 現行の基幹系システムの多くは千代田区総合住民サービスシステ

ム運用保守業務を委託している株式会社電算のシステムを利用して

いることから、当事業者がシステム標準化に向けた支援業務を行うこ

とで円滑かつ安全に移行できると考える。

また、標準化対象外の区独自業務やサービスについても熟知してい

ることから、独自システムの構築・連携も円滑に行えると考える。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ワ》う

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

号

＼

担当課

株式会社電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。
.

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

6年4月

令和6年4月1日から令和7年3月31日

政策経営部情報システム課

90 S ,るS'0/ヲ 3

地方自治法施行令第167条の2第1項第

/ B

円(消費税を含む)

2

名
住

称
所



件

種

名

特命随意契約理由書

類

工事場所

(工事案件のみ)

「少年写真ニュース」他9件の購入

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:麼圖・委託、その他

要

選定理由

区立学校で購読する「少年写真ニュース」等の定期購読誌を、教育

委員会事務局において一括して購入する。

下記業者は「少年写真ニュース」等の発行元であり、区内に事業

所を置き、配送についても一元的に手がけていることから、的確性・

迅速性はもとより、学校現場の都合による納期や配送場所などに配

慮できる唯一の業者である。

以上の点から、下記業者を契約の相手方として選定する。

契約の相手方

1040

※契約年月日

※契約金額

名称

納入期限

住所

株式会社少年写真新聞社

千代田区九段南3-9-14

担当課

6年〒月/ロ令手口

ι

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

令和7年3月31日

子ども部学務課

ワちミ852

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

、、

円(消費税を含む)
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